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「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」（座長：矢田稚子内閣総理大臣補佐官）は、女性の職業生活

における活躍を推進する観点から、男女間賃金格差の解消を通じた構造的賃上げの実現や地域、教育におけるアンコン

シャス・バイアスの解消等を図るべく、令和６年４月より、府省庁の垣根を超え、女性経営者や有識者からのヒアリング、

関係府省庁の構成員からの説明等を重ね、講ずべき対応策について検討してきた。

具体的には、産業別に男女間賃金格差のばらつきが大きい実態に着目し、男女間賃金格差が比較的大きい金融業・保険

業、食品製造業、小売業、電機・精密業、航空運輸業における格差解消に向けたアクションプラン策定を要請した。各業

界団体において、令和６年中にプラン策定に着手し、業所管省庁の支援等を得つつ、令和７年夏頃までの策定を目指して

精力的に作業を行っている。あわせて、全ての産業における男女間賃金格差解消の取組に資するよう、中小企業でも簡易

に自社の男女の賃金格差の要因分析ができるツールの開発等にも取り組んだ。

公務部門における男女間給与差異についても現状を把握した上で、男女間給与差異に関する詳細な分析等に取り組む地

方公共団体の好事例の横展開を行うこととした。

また、都道府県ごとの男女間賃金格差の状況や女性の就業状況等について分析を行うとともに、「女性に選ばれる地域

づくり」に向けて、愛知県と栃木県において地域の多様な関係者と座長の車座対話を開催し、地域の課題や必要な取組に

ついて意見交換を行った。

さらに、理工系女性人材の育成についても議論し、教育現場におけるアンコンシャス・バイアスによって女子生徒の進

路の選択肢が狭まる課題や教育段階での女子生徒への働きかけが性別役割分担意識にとらわれない行動変容のために重要

といった指摘があり、教員のアンコンシャス・バイアスを解消する取組や女子中高生の理系進路選択支援などを推進する

こととした。

本プロジェクトチームにおける議論や取組を通じ、女性の職業生活における活躍推進は、労働供給の増加や消費の拡大

といったマクロ経済の観点や地方創生の観点から、重要な意義を有する社会全体で取り組むべき課題であることが明らか

になった。

今般、プロジェクトチームにおけるこれまでの議論を踏まえ、民間企業・公務部門それぞれの「職場」、「教育」、

「地域」の三つの分野における課題と対応策についてとりまとめ、報告する。本報告が、働き方・職場をめぐる課題の解

決に向けた地域の取組をサポートする取組へ還元され、女性が一層活躍できる環境整備の推進のために積極的に活用され

ることを期待する。

女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム 報告にあたって
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Ⅰ 女性の活躍推進の意義

➢ 女性の活躍は、人口減少下での労働供給増、多様性の効果による生産性向上・イノベーション促進、女性の所得増加による消費・住宅投資の増と
いった経済的意義がある。

➢ 非正規雇用で働く女性は多く、その正社員転換が進むと、上記のマクロ経済的な効果に加え、女性の生涯年収増加を通じた貧困リスクの低減や、社
会保障の支え手の増加が期待される。※ 正社員就労女性が、出産後も就労継続すると、出産後に離職し再就職しない場合に比べ、生涯可処分所得が約1.7億円多いとの試算等を実施。

Ⅱ 職場

＜男女間賃金格差＞

◆ 我が国の男女間賃金格差は長期的に縮小しているが、欧米主要国と比べ、依然大きい。

◆ 産業ごとにばらつきがあり、企業規模別では大企業の方が大きい。

◆ 格差の要因としては大きいのは、「役職」、「勤続年数」、「学歴」。

⇒ 格差が比較的大きい産業（※）における、格差解消に向けたアクションプラン策定

     （令和７年夏頃目標）とＰＤＣＡの実践を通じた改善

       ※金融業・保険業、食品製造業、小売業、電機・精密業、航空運輸業

⇒ 企業の取組に資するよう、簡易な要因分析のツールの開発(R7.3) 、自社の女性の活躍に関する
情報公表サイト「女性の活躍推進企業データベース」におけるランキング機能に「平均継続勤務
年数」を追加(R7.2)等

＜参考＞男女間の賃金格差の公表義務を課す対象の企業を拡大（301人以上→101人以上）すること、管理職に占める女性労働
者の割合の公表義務を課すこと（101人以上の企業）等の内容を盛り込んだ女性活躍推進法改正案を国会へ提出（R7.3）

＜非正規雇用＞

◆ 我が国の雇用形態は、「長時間労働や転勤の多い正規雇用」と「処遇の低い非正規雇用」とに二
分され、非正規雇用労働者には女性が多い。

⇒ 社労士等の専門家の企業訪問による短時間正社員制度等の導入支援の充実（R7.4～）等

Ⅱ-① 民間企業

◆ 「職員の採用・登用」や「給与が高い役職・職務」において
女性の割合が低いことや、諸手当（扶養手当等）の受給に男
女差があることなどが、男女間の給与差異の要因。

⇒ 両立支援制度の充実に関する国家公務員・地方公務員の法令
改正による処遇改善（R7.10～）

⇒ 男女間給与差異に関する詳細な分析等に取り組む地方公共
団体の好事例の横展開

＜参考＞Ⅱ-①の女性活躍推進法改正案において、公務部門においても管理職に占め
る女性職員の割合等の公表を義務付け

⇒ 会計年度任用職員について、更なる実態把握や分析の実施
を踏まえ、能力実証を経た常勤化等の処遇改善を図る。

Ⅱ-② 公務部門

Ⅲ 教育

◆ 義務教育終了段階の数学的・科学的リテラシーは、男女ともに、世界トップ
レベルだが、理工学部を選ぶ女性は少数。

◆ 研究者の女性割合は18.5％で諸外国と比べて群を抜いて低い。

◆ こうした現状の要因の一つとして、教員のアンコンシャス・バイアスの存在
も指摘されている。

⇒ ＮＰＯや教委等が連携した中高生段階での理系進路選択の促進や教員のア
ンコンシャス・バイアスの解消に向けた研修の普及等を推進

Ⅳ 地域

◆ 一般に、女性の管理職割合が低く、勤続年数の男女差が大きい県ほど賃金格差
が大きい傾向にある。

◆ 地方から若年女性の流出を抑制し、地域経済の持続性を高める上で、格差への
対応は有意義。

⇒ 地域の多様な関係者を巻き込む形で女性活躍推進のための協力体制を構築
※ 昨年9月に愛知県と栃木県で車座対話を実施

＜参考＞第10回プロジェクトチームで、鳥取県独自の取組について紹介(57団体が参画する鳥取県
「令和の改新」県民会議を発足し、民間を含めた働きやすさ等推進(R7.1～)、鳥取方式短時
間勤務正職員（R7.4～予定）など）

女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム報告（概要）

女性の活躍推進は、経済・地方創生の観点からも重要な意義を有し、社会全体で取り組むべき課題。「女性に選ばれる地方づくり」のため、本プロジェクト
チームの成果を活用しながら、女性が働きやすく魅力ある職場づくりに向けた地域の取組を国として実務的にサポートする。

※本ＰＴにおいて確認された課題の例
金融業・保険業：職種による男女の偏りがあること
食品製造業：労働者全体に占める女性割合が高い一方で、管理職に占める女性割合が低いこと
小売業：労働者全体に占める非正規雇用労働者の割合が高く、非正規雇用労働者に占める女性の割合が高いこと
電機・精密業：技術職女性人材の少なさやそれに紐付く管理職以上の登用への男女差があること
航空運輸業：職種ごとの男女比率に差が大きく、女性の勤続年数が短いこと
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Ⅰ 女性活躍推進の経済的意義
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◆ 女性活躍の推進は、

・ 供給面からみれば、追加的に働くことを希望している女性が約310万人存在していることから、人口減少下での労働供給増加が期待できる。

・ 生産性からみれば、管理職等として意思決定に女性が参画することが経営に多様性をもたらし、ひいては我が国経済における生産性を高め、
イノベーションを促進することも期待される。

・ 需要面からみれば、女性の所得向上は、消費や住宅投資の拡大が期待できる。

女性の就労拡大・能力発揮による
マクロ経済への影響経路 （うち女性

約310万人）

（備考）左上図は総務省「全国家計構造調査」により作成。勤労者世帯のデータ（無職世帯等は含まない）。２人以上世帯と単身世帯の両方を含めた総世帯の平均。平均消費性向は、消費支出÷可処分所得で算出。左下図は厚生労働省「令和４年簡
易生命表」により作成。右上図、右下図は三井住友信託銀行、三井住友トラスト・資産のミライ研究所「住まいと資産形成に関する意識と実態調査（令和５年、令和６年）」により作成。

（備考）内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料」（令和５年10月）掲載資料を時点更新。総務省「労働力調査（詳細集計）」により作成。数値は、令和５年10-12月期。「一般労働者」は就業時間が週35時間以上の者、「短時間労働
者」は週35時間未満の者（休業者除く）。年収の壁を意識している方々の推計地は、厚生労働省第７回社会保障審議会年金部会資料「女性の就労の制約と指摘される制度等について（いわゆる「年収の壁」等）」より引用。

（備考）内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料」（令和５年11月）掲載資料を時点更新。
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◆ 非正規雇用で働く女性の正規転換のマクロ経済的な効果として、

・ 供給面で、労働時間の増加に伴う労働供給の押上げ、より能力に見合った就業や多様性の確保による生産性の向上、

・ 需要面で、賃金上昇により女性の稼得する所得が増加し、消費及び住宅投資の増加が期待。とりわけ、正規転換により将来にわたる収入
の見通しが立てやすくなることにより、消費が活発になる可能性。

・ 財政面でも、貧困に陥るリスクの低減を通じた将来の歳出の抑制や、社会保障の支え手の増加が期待。

◆ 正社員で就労した女性が、出産後も育児休業制度を活用して就労継続する場合、出産後に離職し再就職しなかった場合に比べ、生涯可処分
所得が約1.7億円多い試算となっている。

◆ 出産後にパートタイムとして復職した際に、「年収の壁」を超えて年収150万円で働く場合、就業期間中の給与所得の増加に加え、退職後の
年金所得の増加により、「年収の壁」内で働く場合と比べ世帯の生涯可処分所得は合計1,200万円増加。時給増により、更に所得が増える可
能性。年収200万円で働く場合、世帯の可処分所得は合計2,200万円増加。

（備考）令和５年経済財政白書、高村静（2016年）「企業における多様な人材の活用：女性人材・外国人材に着目して」RIETI Discussion Paper Series、山口晃（2022年）「女性役員比率の労働生産性へ与える効果及びイノベーション実現との関係」NISTEP DISCUSSION PAPERを参考に作成。本ス

ライドは女性の非正規雇用から正規雇用への転換の効果を示したイメージであり、想定されるパス等を含め、すべての効果を網羅的に示したものではない点には留意が必要。

（注１）恒常所得仮説とは、消費は、一時的な可処分所得の変動ではなく、生涯を通じた所得見通しの変化に影響されるという考え。

（注２）月間労働時間の計算方法は、フルタイムは「所定内実労働時間数」と「超過実労働時間数」の合計で、短時間労働者は「実労働日数」と「1日当たり所定内実労働時間数」の積。正規雇用（フルタイム）の所定内実労働時間数は164時間、非正規雇用（フルタイム）の所定内実労働時間数は

159時間。

（備考）上図は、厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計」「公的年金シミュレーター」「育児休業制度 特設サイト」「国民健康保険事業年報 令和３年度」「後期高齢者医療の保険料について」「令和２年就労条件総合調査」「令和６年度 介護納付金の
算定について（報告）」、中央労働委員会「令和５年賃金事情等総合調査」、国税庁「タックスアンサー」、総務省「地方税制度」、日本年金機構「厚生年金保険料表」「被保険者・被扶養者関係（資格取得・喪失等）」、全国健康保険協会「第
109回全国健康保険協会運営員会 参考資料１」、人事院「令和５年職種別民間給与実態調査」より作成。世帯の給与所得等は22歳～64歳までの世帯の可処分所得の合計であり、給与所得の他に出産育児一時金、育児休業給付金、児童手当が含まれ
る。四捨五入の関係で、合計や差分の値が合わない場合がある。
下図は、厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計」「公的年金シミュレーター」「国民健康保険事業年報 令和３年度」「後期高齢者医療の保険料について」「令和２年就労条件総合調査」「令和６年度 介護納付金の算定について（報告）」、国
税庁「タックスアンサー」、総務省「地方税制度」、日本年金機構「厚生年金保険料表」「被保険者・被扶養者関係（資格取得・喪失等）」、全国健康保険協会「第109回全国健康保険協会運営員会 参考資料１」、人事院「令和５年職種別民間給
与実態調査」より作成。労働時間は年52週・週５日勤務として試算。時給は１時間当たり所定内給与額の中央値。なお、１時間当たりの所定内給与額の平均値は1,312円。四捨五入の関係で、合計や差分の値が合わない場合がある。一定時間以上勤
務するパート社員の時給増の例については、厚生労働省「認定社内検定活用事例集」を参考とした。

＜女性の出産後の働き方別 世帯の生涯可処分所得：試算結果＞

＜パート再就職の場合の可処分所得の試算＞



Ⅱ -① 民間企業における現状と課題（男女間賃金格差）

◆ 我が国の男女間賃金格差は長期的に縮小傾向にあるが、欧米主要国と比較すると依然として大きい。

◆ 男女間賃金格差は、産業ごとにばらつきがあり、金融業・保険業、食品製造業、小売業、電機・精密業、航空運輸業が比較的大きい。また、
企業規模別では、大企業の方が大きい。

◆ 男女間賃金格差の要因として最も大きいのは、「役職」であり、続いて「勤続年数」、「学歴」となっている。

（資料出所）（独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2024」（いずれも令和４年値）

注１）日本の分類基準（日本標準職業分類）とその他の国の分類基準（ISCO-08）が異なるので、単純比較は難しいこと
に留意が必要。

２）ここでいう「管理職」は、管理的職業従事者（会社役員や企業の課長相当職以上や管理的公務員等）をいう。

３）割合は、管理的職業従事者のうち女性の占める割合。

管理的職業従事者に占める女性割合の国際比較

6

男性を「100」とした場合
の実際の女性の賃金水準

女性の各要因の労働者
構成が男性と同じと仮
定した場合の賃金水準

（資料出所）資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和６年）を用いて厚生労働省雇用環境・均等局作成。



◆ 20～50代の女性の就業率は約80％と高い水準にあるが、30歳以降は非正規雇用割合が高い（いわゆるＬ字カーブ問題）。

◆ 非正規から正規へ転換した者は30万人程度と2013年以降ほぼ横ばいであるものの、正規から非正規への転換を上回って推移。

◆ 女性の非正規雇用割合は、宿泊・飲食、生活関連サービス・娯楽業、卸売・小売業等の産業で高く、こうした産業における非正規雇
用労働者の賃金水準は、フルタイムで年収250万円程度と正社員の６～７割の水準。有配偶女性は大卒有業者でも年収200万未満が
36％（同男性は２％）。

7

女性の就業率と正社員割合（いわゆるＬ字カーブ）（令和６年）

「非正規の職員・従業員から正規の職員・従業員へ転換した者」及び
「正規の職員・従業員から非正規の職員・従業員へ転換した者」の推移（15～54歳）について

（備考）左側上段図は、総務省「令和６年労働力調査（基本集計）」により作成。
左側下段図は、総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
右側上段図は、総務省「令和６年労働力調査（基本集計）」により作成。
右側中段図は、厚生労働省「令和６年賃金構造基本統計調査」により作成。きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額によって年収換算。
右側下段図は、総務省「令和４年就業構造基本調査」により作成。
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Ⅱ -① 民間企業における現状と課題（非正規雇用）

女性
非正規

女性
正社員

男性
非正規

男性
正社員

6,123万人 1,010万人 980万人 360万人 174万人 892万人雇用者数

各産業における正社員と非正規雇用者の賃金（令和６年）
（一般労働者（フルタイム）、年収換算）

有業者の年収分布（35～44歳、有配偶者）



【出典】厚生労働省「第11回21世紀成年者縦断調査（平成24年成年者）」
（調査年月：令和４年11月）より作成

注：1)集計対象は、①または②に該当し、かつ③に該当する同居夫婦である。ただし、妻の「出生前データ」が
得られていない夫婦は除く。
①第１回調査から第11回調査まで双方が回答した夫婦
②第１回調査時に独身で第10回調査までの間に結婚し、結婚後第11回調査まで回答した夫婦
③出生前調査時に子ども１人以上ありの夫婦
2)家事・育児時間は、「出生あり」は出生前調査時の、「出生なし」は第10回調査時の状況である。
3)10年間で２人以上出生ありの場合は、末子について計上している。
4)「総数」には、家事・育児時間不詳を含む。 8

◆ 男女ともに正規雇用労働者の年収は年齢とともに増加。一方で非正規雇用労働者については、年齢による年収の増収は少ない。年収
増加効果は学歴よりも雇用区分が大きい。

◆ 家事関連時間を男女別にみると、男性は1時間57分（／日）、女性は6時間32分（／日）となっており、女性に家事・育児負担が偏っ
ている。

◆ 夫の家事･育児時間が長いほど、妻の出産前後の同一継続就業割合が高く、また第２子以降の出生割合も高い傾向にある。

性別・正規雇用の学歴別および非正規雇用の大学卒・年齢階級別の平均年収（令和５年）

【出典】 第８回女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム 久我尚子様ご提出資料（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成）

夫の平日の家事・育児時間別にみた妻の出産前後の継続就業割合

夫の休日の家事・育児時間別にみた第２子以降の出生割合

夫 妻 妻／夫

1時間57分 6時間32分 3.4倍

６歳未満の子がいる世帯で共働きかつ夫も妻も雇用されている場合の家事関連時間
（週全体平均・１日あたり・令和３年）

【出典】総務省「令和３年社会生活基本調査」
夫婦と子どもの世帯
「家事関連時間」とは「家事」「介護・看護」「育児」「買い物」の合計時間

【出典】厚生労働省「第12回21世紀成年者縦断調査（平成24年成年者）」（調査年月：令和５年11月）より作成
注：1)集計対象は、①または②に該当し、かつ③に該当する同居夫婦である。

①第１回から第12回まで双方が回答した夫婦 ②第１回に独身で第11回までの間に結婚し、結婚後第12回まで回答した夫婦
③妻が出産前に仕事ありで、かつ、第１回「女性票」の対象者で、この11年間に子どもが生まれた夫婦
2)11年間で２人以上出生ありの場合は、末子について計上している。
3)「総数」には、家事・育児時間不詳を含む。



Ⅱ -① 民間企業における課題に対する取組

【男女間賃金格差】

＜産業毎の取組支援＞

● 男女間賃金格差が比較的大きい金融業・保険業、食品製造業、小売業、電機・精密業、航空運輸業の業界団体に対し、アクションプラ
ン策定の要請を行うとともに、団体を直接訪問。業界団体においては、令和６年中より策定に着手。

※本ＰＴにおいて確認された課題の例

金融業・保険業：職種による男女の偏りがあること

食品製造業：労働者全体に占める女性割合が高い一方で、管理職に占める女性割合が低いこと

小売業：労働者全体に占める非正規雇用労働者の割合が高く、非正規雇用労働者に占める女性の割合が高いこと

電機・精密業：技術職女性人材の少なさやそれに紐付く管理職以上の登用への男女差があること

航空運輸業：職種ごとの男女比率に差が大きく、女性の勤続年数が短いこと

※要請を行った業界団体と矢田内閣総理大臣補佐官の意見交換では、女性の理系人材の少なさやロールモデルの不足、年収の壁問題、出産復帰後の女性自身のアン
コンシャス・バイアス、トイレや更衣室等の職場環境等の課題が出された。

● 業所管省庁においては、実態や課題把握等の支援を行うとともに、業界の人材確保の観点から、女性活躍推進のための新たな方策を検
討する動きも見られる。
例）国土交通省において、航空大学校において一定割合の「女性枠」を設けることを検討中

● 今後、各業界団体において、アンケート等により把握した各産業に特有の課題や事情に留意して、令和７年夏頃を目途に具体的な取組
を盛り込んだアクションプランを策定することを目指す。
政府としても、関係省庁による連携体制を整備し、業界団体による取組を支援しつつ、進捗管理を行う。

＜企業の取組支援・促進＞

● 経済団体を訪問し、意見交換及び参加企業に対する女性活躍に向けた取組の周知を要請(令和６年８月から）

● あらゆる産業における男女間賃金格差解消の取組に資するよう、以下の取組を実施。
○企業が自社の男女間賃金差異の課題・要因を分析でき、女性登用に資する以下のツール等の活用促進、周知
・ 簡易な要因分析：男女間賃金差異分析ツール開発（令和７年３月）
・ 詳細な要因分析：男女間の賃金格差解消のためのガイドライン（パンフレット）刷新（令和７年３月）
・ 一般事業主行動計画策定支援マニュアルの活用促進、周知
・ 男女間賃金格差の是正に取り組む中小企業に対する個別訪問やオンラインによるコンサルティングを拡充（令和７年４月～）
○男女間賃金格差の「見える化」の促進
・ 「女性の活躍推進企業データベース」の機能強化
※経年比較機能や、「女性管理職比率」に加えて「平均継続勤務年数」のランキング（業界や同規模企業の中での自社の順位）機能を追加（令和７年２月）
※登録社数：54,561社（令和７年１月末時点）、閲覧数：690,831件（令和６年４月～令和７年１月末まで）

＜参考＞男女間の賃金格差の公表義務を課す対象企業を現行の従業員301人以上から101人以上規模に拡大すること、管理職に占める女性労働者の割合の公表義務を

従業員規模101人以上の企業に課すこと等の内容を盛り込んだ女性活躍推進法改正案を国会へ提出（令和７年３月）

9



Ⅱ -① 民間企
業における課題
に対する取組

【非正規雇用】

＜短時間正社員を含む「多様な正社員」制度の推進＞
①働き方改革推進支援センター（※）による、②の支援の活用を含めた制度導入支援（令和７年４月～）

※同一労働同一賃金の取組や非正規雇用労働者の処遇改善など、働き方改革に関する相談支援機関（全国47か所）

②非正規雇用労働者の正社員転換を進める事業主に対する支援（キャリアアップ助成金）

＜同一労働同一賃金の取組＞
● 同一労働同一賃金や正社員転換等の施行状況等を踏まえた必要な見直しについて、労働政策審議会同一労働同一賃金部会における議

論開始（令和７年２月～）

＜年収の壁対策＞
● 「年収の壁・支援強化パッケージ」の周知・広報を通じた活用促進、短時間労働者への被用者保険の適用拡大に向けた取組

＜参考＞「年収の壁・支援強化パッケージ」の周知・広報の取組

・ 政府広報として女性読者が多い雑誌での紹介。

・ 就職支援企業や女性関係団体の講演等で施策の内容や意義を周知。

・ SNS・バナー等のWeb広告、テレビCM等を通じた発信。首相官邸及び厚生労働省のホームページに特設サイトを開設。

・ 「年収の壁突破・総合相談窓口」（コールセンター）の開設、チャットボットの導入。

・ パート・アルバイトを多く雇用する業界団体を通じた周知依頼。

・ 業界団体等と協力し、会員企業向けの説明会等を実施。

● 「年収130万円の壁」について、従来「年収106万円の壁」への対応として実施しているキャリアアップ助成金による措置を拡充予定
（令和７年度中～）

＜リ・スキリング支援＞
● 非正規雇用労働者に対するリ・スキリング支援（非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練試行事業等）

10



＜第６回 永瀬伸子氏（お茶の水女子大学教授）＞
◆ 人口減少を抑制するためにも、雇用者が次世代育成できる働き方、すなわち無限定に働く働き方から別の形で生産性を確保できるものに変え

て、子育て期間は夫婦で相互に仕事を調整し、社会全体が子育て期をサポートしながら、女性も働き続けて高い生涯賃金を得られるよう、働
き方や賃金構造、社会保障を変革していくことが必要。

＜第８回 久我尚子氏（株式会社ニッセイ基礎研究所 生活研究部 上席研究員）＞

◆ 女性のポテンシャルはとてもあり、もはや男性だけが大黒柱という時代ではない。男性、女性それぞれが希望どおりに働く環境が整えば、
よりよい形で家庭も築くことができる。仕事と家庭の両立環境の整備が一層進むことによって、将来世代が希望どおりのライフコースを実
現し消費も楽しめる社会が形成されると、個人消費も盛り上がって日本経済の持続的成長につながると期待。

＜第８回 中村天江氏（公益財団法人連合総合生活開発研究所）＞
◆ 女性の多い派遣労働についても、直接雇用の正社員等に合わせて賃上げが進むよう、同一労働同一賃金の運用にてこ入れが必要。 11

Ⅱ -① 民間企業に
おける取組（男女
間賃金格差・非正

規雇用）

【非正規雇用】

プロジェクトチームに出席した有識者からの指摘の例

＜第２回 白河桃子氏（相模女子大学大学院特任教授）＞
◆ 長年の総合職と一般職のコース別雇用が賃金格差を作っており、特に転勤ありなしの総合職が事実上の男女別採用になっている。

＜第２回 大崎麻子氏（特定特定非営利活動法人 Gender Action Platform理事）＞
◆ 企業におけるジェンダー不平等の解消と企業価値の向上の両立を目的とした国際的枠組みである国連の「女性のエンパワーメント原則

（WEPs）」に基づき、様々な関連指標を用いて男女間賃金格差の要因分析を行う具体的な方法と先行事例について紹介。世界ではWEPsに
9,584社が署名しており（2024年5月）、日本では318社が署名。資本市場でもWEPsを土台としたスコアカードが用いられていると指摘。

＜第３回 原ひろみ氏（明治大学政治経済学部教授）＞
◆ 男女の賃金差の半分以上が学歴や経験年数等(人的資本)の男女差で説明できない格差であり、仕事における女性に対するバイアスを主に反映

している。女性へのバイアスの形成には、男性と女性は社会的役割が異なるという社会意識（ジェンダー規範）の影響が考えられるが、ジェ
ンダー規範を変えるためには学校教育におけるジェンダー平等の実現が重要。ただし、人的資本の男女差で説明できる格差も見逃すべきでは
なく、女性が人的資本を蓄積できる環境を整えることも賃金差の解消には不可欠。

＜第６回 山口一男氏（シカゴ大学教授/経済産業研究所客員研究員）＞
◆ 男女間賃金格差は、勤続年数や学歴が同じでも男女で昇進率が大きく違うことから生じている。その原因として、

① 企業内に「女性トラック」がありその昇進率が低いこと
② 労働時間の長さが女性の場合のみ管理職要件の「踏み絵」になっており「残業できない女性」が「女性トラック」に配置される

傾向にあること
が示唆される。

＜第８回 中村天江氏（公益財団法人 連合総合生活開発研究所）＞
◆ 男女間賃金格差を是正するための取組として、
① 男女間で、賃金・定着・活躍等のどこに差があるのかを過去と比較するフォーマットを開発した産業別労働組合の取組や、
② 男女間賃金格差の要因分析による説明のつかない７％分の格差について、個別報酬調整により2.5％まで縮小した企業の取組
等を紹介。

【男女間賃金格差】



Ⅱ -② 公務部門における現状と課題

◆ 各府省等及び地方公共団体が公表するデータにおいて男女間の給与差異が生じている要因としては、職員の採用・登用において女性の割合が
低いこと、比較的給与が高い役職・職務において女性の割合が低いこと等が挙げられている。ただし、これまで女性職員の採用・登用の拡大
に取り組んでおり、職種や地域毎にばらつきはあるが、採用割合は着実に上昇し、登用も各役職で女性の割合が増加傾向にある。

【国家公務員関係】

◆ 国の本省部門の期間業務職員（フルタイム勤務）は約4,700人で女性は約４分の３。

◆ それらの職員について分析したところ、事務補助職員（女性は約86%）について男女で給与差異がなく、専門職員（女性は約40%）について

は、女性の給与が男性に比べ73％ほど。要因は、給与水準が高い職種(IT人材、弁護士等)において男性の割合が高いこと等。

【地方公務員関係】

◆ 地方自治体の会計年度任用職員は約66万人で女性は約４分の３。

◆ 国としては、これまでも、制度の趣旨、勤務の内容に応じた任用・勤務条件を確保するため、必要な対応を行うよう助言を行ってきた。令
和６年４月１日時点の対応状況について調査を実施したところ、概ね、制度の趣旨に沿った運用が図られていた一方、期末手当について12
団体、勤勉手当について202団体が支給しない部門・職種があるなど、まだ対応が十分でない団体もある。

＜採用者に占める女性の割合＞

（「女性国家公務員の採用状況のフォローアップ」（内閣官房内閣人事局）等に基づく数値）

【国家公務員】 【地方公務員】

12

都道府県：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」（令和７年２月）
市区町村：総務省「地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」（採用者数は平成28年度から調査）（令和６年12月）
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＜各役職段階に占める女性の割合の推移＞

（「女性国家公務員の採用状況のフォローアップ」（内閣官房内閣人事局）等に基づく数値）

【国家公務員】 赤字：５次計画成果目標（令和７年度末）

赤字：５次計画成果目標（令和７年度末）

【地方公務員】（都道府県）

【地方公務員】（市区町村）

内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」（令和７年２月）
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◆ 男女間給与差異の要因等について、管理職等の職員に占める女性の割合、諸手当の男女別の受給割合等の算出・分析を通じて明らかに
している自治体がある。

ｚ福岡県北九州市 愛媛県伊予市

管理職等の職員に占める女性の割合、諸手当の男女別の受給割合、男女の職
員構成比などの様々な割合に着目し、それらを具体的に算出することを通じて、
男女間給与差異が生じている要因を明らかにしている。

男女間給与差異が大きく表れている区分（100％に近い区分以外の区分や、
100％を超えている区分）について、男女別・役職別の人数、男女別の手当の
平均額など、それぞれの区分の特徴に応じた観点で定量的な分析を行うことを
通じて、男女間給与差異が生じている要因を明らかにしている。

＜内閣府男女共同参画局「女性活躍推進法「見える化」サイト」、自治体HPに掲載されている分析の例＞ ＜内閣府男女共同参画局「女性活躍推進法「見える化」サイト」、自治体HPに掲載されている分析の例＞

出典：北九州市HP（令和５年度実績） 出典：愛媛県伊予市HP（令和５年度実績）



Ⅱ -② 公務部門における課題に対する取組
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● 「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年12月25日閣議決定）に定める政府目標の達成に向けた、女性職員の登用拡大等

● 男女間の給与差異、管理職に占める女性職員の割合の公表義務を課すこと等の内容を盛り込んだ女性活躍推進法改正案を国会へ提出
（令和７年３月）

【国家公務員関係】

● 非常勤職員も含めた両立支援制度の拡充等の処遇改善（令和６年国家公務員育児休業法改正等、令和７年10月施行）

● 女性の割合が高いハローワーク相談員の、適切な採用プロセスを経た上での常勤化（令和６年度採用～）

【地方公務員関係】

● 給与差異の解消のため、男女間給与差異について詳細な分析を行っている地方公共団体等の好事例の展開等

● 非常勤職員も含めた両立支援制度の拡充等の処遇改善（令和６年地方公務員育児休業法改正等、令和７年10月施行）

● 会計年度任用職員については、期末手当に加え、勤勉手当の支給を可能とする法改正を実施(令和６年４月施行)

● 全ての自治体の臨時・非常勤の職について必要な適正化を図るため、適切な対応を行うよう総務省公務員部長通知(令和６年12月末)
による助言を実施。

● 会計年度任用職員について、更なる実態把握や分析の実施を踏まえ、能力実証を経た常勤化等の処遇改善を図る。



Ⅲ 教育分野における現状と課題
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＜大学（学部）及び大学院（修士課程、博士課程）学生に占める女子学生の割合＞

＜日本の女性の15歳時点における学力＞

（備考）OECD PISA 2022、OECD Dashboard on Gender Gapsにより作成。

◆ 義務教育終了段階の数学的・科学的リテラシーは、男女ともに日本は世界トップレベルを安定的に維持しているが、理工系の素養があって
も、理工学部を選ぶ女性は少数。

◆ 日本の研究者の女性割合は18.5％で諸外国と比べて群を抜いて低い。

◆ 教育段階が上がるにつれて、教員全体の女性割合が低くなる傾向にあるほか、「男性のほうが女性より管理職に向いている」「理数系の教
科は男子児童生徒の方が能力が高い」を肯定する教員が４分の１程度存在し、20歳代女性教員はその割合が高い。

＜数学的リテラシーのスコア＞ ＜科学的リテラシーのスコア＞
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（出所）第９回女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム 河野銀子様ご提出資料
（（独）国立女性教育会館（2018）「学校教員のキャリアと生活に関する調査」結果の概要 p11、図15）
注）調査対象は、小中学校教員。

＜「男性のほうが女性より管理職に向いている」
「理数系の教科は、男子児童生徒のほうが能力が高い」と回答した小中学校の教員＞

＜女性教員割合（校種別・職種別）＞

（出所）第９回女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム 河野銀子様ご提出資料
（文部科学統計要覧（令和６年）の「教員数」もとに算出・作図。）
注）「主幹教諭」「指導教諭」「助教諭」等は「教諭」に含まない。データは国立・公立・私立の計。

＜研究者に占める女性の割合＞

38.7%

33.4%

29.9% 29.4%

23.0%

18.5%

0.0%
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15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

英国 米国 フランス ドイツ 韓国 日本

（出典）総務省「2024年（令和６年）科学技術研究調査 」（日本）、
「Main Science and Technology Indicators」（英国、韓国、フランス、ドイツ）、
「Science and Engineering Indicators」（米国）を基に文部科学省作成



＜理工系に進む女子生徒・女子学生に関する取組＞

● 理工系分野へ進む女子中高生を増やすための以下のような支援を行う大学等への支援（令和７年度より実施拠点を拡大）
・科学技術分野で活躍する女性研究者・技術者、大学生などと女子中高生との交流機会の提供
・保護者向けのシンポジウム、出前授業や企業見学等

● 理工系分野における女子を含む大学における入学者の多様性確保に向けた選抜が可能であることの明確化（「大学入学者選抜実施要項」）

● 意欲ある大学・高専におけるデジタル・グリーン等の成長分野への学部転換等に必要な経費の支援

● ＮＰＯや県教育委員会等が連携し、プログラミングの研修やロールモデルに出会う機会を提供するなど、中高生段階での理系進路選択
の促進

＜女性研究者への支援＞

● 研究環境のダイバーシティ実現のための以下のような支援を行う大学等への支援
・男女双方の研究者に対する研究と出産・育児、介護等との両立支援
・女性研究者の研究力向上及びリーダー経験の機会の付与
・女子を含む博士後期課程学生への経済的支援の充実等

● 男女の研究者・技術者が共に働き続けやすい研究環境の整備

＜教育分野におけるアンコンシャス・バイアスの解消に向けた取組＞

● 教員向けのアンコンシャス・バイアス解消のための研修・教育プログラムの普及

Ⅲ 教育分野の課題に対する取組

参考：ＮＰＯと福井県教育委員会の連携
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プロジェクトチームに出席した有識者からの指摘の例

＜第６回 山口一男氏（シカゴ大学教授/経済産業研究所客員研究員））＞

◆ 学校教育課程を通じて、男女の平等化が生まれるどころか、男女のステレオタイプ（理系は男子に向いていて、女子に向いていな
い）がむしろ強化されている。家庭においても、父親がＳＴＥＭ系のスキルの高い職についていると子供もそうなりやすい「世襲効
果」は、日本では男子（息子）のみに見られ、女子（娘）には見られない。

＜第９回 河野銀子氏（九州大学 男女共同参画推進室教授）＞

◆ 国民の７割は、学校教育は 「男女の地位が平等」だと思っているが、教育分野のジェンダーギャップ指数の内、第三段階教育（大
学等が含まれる）の指数は146カ国中107位と低い順位。また、教育分野は、政治分野や経済分野よりも、都道府県格差が大きい（教
員や学校管理職、教育委員の男女比率等）。

◆ ジェンダーだけでなく、地域といったファクターを加味することも必要。例えば、大学進学率には都道府県による大きな差があるが、
大学収容力や親世代の女性大卒率が大学進学率に影響していることなども念頭に、地域や家庭の資源が豊富でない女子生徒への支援
が必要。
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図２：平均継続勤続年数の男女差と管理職に占める女性の割合

平均継続勤続年数の男女差が小さく、
管理職割合は高い

平均継続勤続年数の男女差が大きく、
管理職割合が高い

平均継続勤続年数の男女差が小
さく、管理職割合が低い

平均継続勤続年数の男女差が
大きく、管理職割合は低い

（資料出所）図１、図２共に厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和５年）により作成
（注１）図１の男女間賃金格差とは、一般労働者について、男性の所定内給与額を100としたときの女性の所定内給与額の値をいう。
（注２）図２の青字は男女間賃金格差の小さい上位10県、赤字は男女賃金格差の大きい上位10県を指す。
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◆ 都道府県ごとに状況は異なるが、女性の管理職割合が低く、勤続年数の男女差が大きい県ほど賃金格差が大きい傾向。

Ⅳ 地域における現状と課題
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の比率が高い。

１図：20～34歳未婚者の男女比（女性１に対する男性の数）（令和２年） ２図：男女間賃金格差と女性の所定内給与の地域差（令和６年）
（30～34歳、一般労働者（フルタイム））

３図：男女間賃金格差と未婚者の男女比の関係

１月当たり（千円）

男性賃金１
に対する女
性賃金の割
合

（備考）１．１図は、内閣府政策統括官（経済財政分析）「地域の経済2023 -地域における人手不足問題の現状と課題-」（令和５年12月）より。総務省「令和２年国勢調査」により作成。赤
色は、東北、北関東、甲信越の県。

２．２図は、厚生労働省「令和６年賃金構造基本統計調査」により作成。 ３．３図は、1図の「20～34歳の未婚者の男女比」と２図の「男女間賃金比率」の関係性を示したもの。

Ⅳ 地域における現状と課題
◆ 若年女性が大都市圏に流出した結果、一部地域で未婚者の男女比の不均衡が存在。（※1.2を上回る県は23県、1.3を上回る県は７県）

◆ 若年女性の流出にはさまざまな要因が考えられるが、未婚者の男女比の不均衡と各地域における男女間賃金格差の間には、緩やかな相関
関係が観察される。男女間賃金格差への対応を含め、女性が地域で活躍しやすい環境をつくることは、地域経済の長期的な持続性を高め
る上でも重要。
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Ⅳ 地域における課題に対する取組
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● 愛知県及び栃木県における「女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対話」（※）の実施

※ 地域の関係者が一丸となって、働きやすい職場環境の整備やアンコンシャス・バイアスの解消など女性が一層活躍できる環境の整備に取り組めるよう、働き

かけを実施。

＜女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対話 ～in愛知～（令和６年９月12日）＞

出席者：矢田内閣総理大臣補佐官、愛知県副知事、愛知県経営者協会副会長、愛知県内企業（東海東京証券株式会社、東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社、碧

海信用金庫、株式会社デンソー）の経営者、労働者の皆さま、内閣府（地方創生推進事務局）、厚生労働省、愛知労働局

＜女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対話 ～in栃木～（令和６年９月19日）＞

出席者：矢田内閣総理大臣補佐官、栃木県産業労働観光部長、栃木経営者協会専務理事、栃木県内企業（株式会社足利銀行、エム・イー・エム・シー株式会社、

とちぎコープ生活協同組合）の経営者、労働者の皆さま、内閣府（地方創生推進事務局）、厚生労働省、栃木労働局

● 第10回ＰＴにおいて、平井鳥取県知事より「鳥取県「令和の改新」県民会議」や「鳥取方式短時間勤務正社員」といった鳥取県独自の

女性活躍推進や会計年度任用職員の働き方改革に関する取組について紹介。

● 「若者や女性にも選ばれる地方づくり」のため、本ＰＴの成果を活用して、地域間・男女間における賃金格差の是正、非正規雇用の

正規化の推進・待遇改善、女性のＬ字カーブ解消、男性の育児休業の取得促進の推進といった課題の解決に向けた地域の取組を国と

して実務的にサポートする。まずは先行可能な地域からの実践を促進し、全国的に取組を広げていくことを目指す。

←女性に選ばれる地域づ

くりに向けた車座対話

～in愛知～

←女性に選ばれる地域づ

くりに向けた車座対話

～in栃木～
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＜第２回 大崎麻子氏（特定特定非営利活動法人 Gender Action Platform理事）＞

◆ 男女間賃金格差の解消に向け、地方における取り組みも同時進行で行うべき。また、地域のリーディングカンパニーである地方銀行
から取組を促進してはどうか。金融庁による地銀における人的資本アンケート調査は、性別に基づく職域分離の現状をデータと分析
によって明らかにしており、有用。

＜第３回 小安美和氏（株式会社 Will Lab 代表取締役）＞

◆ 地方自治体における男女間賃金格差の解消の取組に当たっては、首長の理解とコミットメントや地域の大企業である行政組織による
率先垂範が重要。男女間賃金格差をデータで把握した上で、地域の金融機関（地銀・信金）、経済団体、地域組織、教育機関、市民
等と連携した取組が必要。

◆ 地方自治体による男女格差是正の取組として、以下のような好事例がある。
①自治体×事業所連携モデル ：兵庫県豊岡市 市役所＋事業所連携で推進／男女格差を可視化する従業員意識調査の実施
②自治体×地域づくり協議会連携モデル：富山県南砺市 地域づくり協議会と連携し、地域の社会規範を見直し男女格差是正に取り組む
③働く女性連携モデル ：三重県 県内で働く女性のワーキンググループが知事に提言／施策に反映
④県庁主導（率先垂範）モデル ：奈良県 県庁職員の意識調査から性別役割分担意識を可視化、男女格差是正へ

プロジェクトチームに出席した有識者からの指摘の例

参考：鳥取県における取組



第６回（令和６年９月２日）※総理入り
➢ ヒアリング
・永瀬 伸子 お茶の水女子大学教授
・山口 一男 シカゴ大学教授/経済産業研究所客員研究員

➢ 内閣府(経済財政分析担当)、厚生労働省から説明
➢ アクションプラン策定の検討状況

第７回（令和６年９月20日）
➢ 厚生労働省より説明
➢ 意見交換
➢ 内閣総理大臣補佐官 訓示

第８回（令和６年11月29日）
➢ 厚生労働省、内閣府(経済財政分析担当)から説明
➢ ヒアリング
・久我 尚子 株式会社ニッセイ基礎研究所 生活研究部上席研究員
・中村 天江 公益財団法人連合総合生活開発研究所 主幹研究員

➢ 意見交換

第９回（令和７年１月14日）
➢ 文部科学省より説明
➢ ヒアリング
・河野 銀子 九州大学男女共同参画推進室教授
・森田 久美子 特定非営利活動法人Waffle ディレクター

➢ 厚生労働省、内閣人事局、総務省から説明
➢ 意見交換

第10回（令和７年３月３日）
➢ 公務部門における男女間賃金差異に関する取組について
・平井伸治鳥取県知事から説明
・総務省から説明

➢ アクションプラン策定状況について
➢ 男女間賃金差異分析ツール等について

第11回（令和７年３月26日） ※総理入り
➢ ヒアリング
・小野真紀子 サントリー食品インターナショナル株式会社 代表取締役社長

（代理：高木 祐美 サントリーホールディングス株式会社 人財戦略本部ＤＥＩ推進部長）
・矢澤 潤子 全日本空輸株式会社 取締役常務執行役員
・小安 美和 株式会社 Will Lab 代表取締役

➢ 報告

第１回（令和６年４月24日）※総理入り
➢ 厚生労働省、内閣府(男女共同参画局)から説明
➢ ヒアリング
・NPO法人 J-Win
・ケアパートナー株式会社
・中島 伸子 井村屋株式会社 代表取締役会長
・小巻 亜矢 株式会社サンリオエンターテイメント 代表取締役社長
・及川 美紀 株式会社ポーラ 代表取締役社長

第２回（令和６年５月14日）
➢ 内閣府(経済財政分析担当)から説明
➢ 各産業及び公務部門における男女間賃金格差に関する議論
➢ ヒアリング
・白河 桃子 相模女子大学大学院特任教授
・大崎 麻子 特定非営利活動法人 Gender Action Platform 理事

第３回（令和６年５月27日）
➢ ヒアリング
・小安 美和 株式会社 Will Lab 代表取締役
・原 ひろみ 明治大学政治経済学部教授
・井上久美枝 日本労働組合総連合会副事務局長

➢ 各産業及び公務部門における男女間賃金格差に関する議論

第４回（令和６年６月５日）※総理入り
➢ 内閣府(経済財政分析担当)から説明
➢ ヒアリング
・鳥取三津子 日本航空株式会社 代表取締役社長
・井本 亜香 スプリングバレーブルワリー株式会社 代表取締役社長

➢ 中間取りまとめ

第５回（令和６年８月６日）
➢ 新構成員の紹介
・内閣府地方創生推進事務局が新たに追加

➢ アクションプラン策定の要請状況

参考１：女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチームについて
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◆平成 27 年に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく施策の推進等により、女性の活躍は進みつつあるが、
業界によって取組の状況に差があるなど実施にあたっての課題がある。

◆このため、有識者の意見も聴きつつ、各業所管含め省庁横断的に取組を更に加速するための方策を検討するとともに、女性の活躍の推進に
向けた中長期的な論点を整理するため、令和６年４月24日、矢田稚子内閣総理大臣補佐官を座長とし、関係省庁の課長級等から構成する
「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」を設置。



参考２：女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム構成員
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座長

内閣総理大臣補佐官（賃金・雇用担当）

構成員

内閣官房内閣人事局内閣参事官

内閣府男女共同参画局推進課長

内閣府地方創生推進事務局参事官

総務省自治行政局公務員部公務員課長

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習
・安全課長

厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課長

厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課長

厚生労働省大臣官房参事官（雇用環境政策担当）

厚生労働省大臣官房企画官（雇用環境・均等局総務課、職業生活
両立課、有期・短時間労働課併任）

金融庁監督局総務課長

総務省情報流通行政局情報通信政策課長

厚生労働省政策統括官付参事官（総合政策統括担当）

農林水産省大臣官房新事業･食品産業部食品製造課長

農林水産省経営局就農・女性課長

経済産業省経済産業政策局経済社会政策室長

国土交通省総合政策局バリアフリー政策課長

副座長

内閣官房内閣人事局内閣審議官

内閣府政策統括官（経済財政分析担当）

内閣府男女共同参画局長

内閣府地方創生推進事務局審議官

文部科学省総合教育政策局長

厚生労働省雇用環境・均等局長

厚生労働省政策立案総括審議官（統計、総合政策、政策評価担当）



女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム
参考資料集

26
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女性活躍推進の経済的意義（労働供給増・生産性向上・消費拡大）

◆ 女性活躍の推進は、
・ 供給面からみれば、追加的に働くことを希望している女性が約310万人存在していることから、人口減少下で

の労働供給増加が期待できる。
・ 生産性からみれば、管理職等として意思決定に女性が参画することが経営に多様性をもたらし、ひいては我

が国経済における生産性を高め、イノベーションを促進することも期待される。
・ 需要面からみれば、女性の所得向上は、消費や住宅投資の拡大が期待できる。

女性の就労拡大・能力発揮による
マクロ経済への影響経路

（うち女性
約310万人）

（備考）左上図は総務省「全国家計構造調査」により作成。勤労者世帯のデータ（無職世帯等は含まない）。２人以上世帯と単身世帯の両方を含めた総世帯の平均。平均消費性向は、消費支出÷可処分所得で算出。左下図は厚生労働省「令和４年簡
易生命表」により作成。右上図、右下図は三井住友信託銀行、三井住友トラスト・資産のミライ研究所「住まいと資産形成に関する意識と実態調査（令和５年、令和６年）」により作成。

（備考）内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料」（令和５年10月）掲載資料を時点更新。総務省「労働力調査（詳細集計）」により作成。数値は、令和５年10-12月期。「一般労働者」は就業時間が週35時間以上の者、「短時間労働
者」は週35時間未満の者（休業者除く）。年収の壁を意識している方々の推計地は、厚生労働省第７回社会保障審議会年金部会資料「女性の就労の制約と指摘される制度等について（いわゆる「年収の壁」等）」より引用。

（備考）内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料」（令和５年11月）掲載資料を時点更新。



（備考）令和５年経済財政白書、高村静（2016年）「企業における多様な人材の活用：女性人材・外国人材に着目して」RIETI Discussion Paper Series、山口晃（2022年）「女性役員比率の労働生産性へ与える効果及び

イノベーション実現との関係」NISTEP DISCUSSION PAPERを参考に作成。本スライドは女性の非正規雇用から正規雇用への転換の効果を示したイメージであり、想定されるパス等を含め、すべての効果を網羅的に

示したものではない点には留意が必要。

（注１）恒常所得仮説とは、消費は、一時的な可処分所得の変動ではなく、生涯を通じた所得見通しの変化に影響されるという考え。

（注２）月間労働時間の計算方法は、フルタイムは「所定内実労働時間数」と「超過実労働時間数」の合計で、短時間労働者は「実労働日数」と「1日当たり所定内実労働時間数」の積。正規雇用（フルタイム）の

所定内実労働時間数は164時間、非正規雇用（フルタイム）の所定内実労働時間数は159時間。

非正規雇用の正規雇用への転換による効果（マクロ経済への効果）（イメージ）

供給側への影響
①労働 ②資本 ③生産性

• 労働時間の増加
⇒ 労働供給の増加

• 多様性の確保
⇒ イノベーション、企業業績の向上

より多くの女性が非正規雇用から正規雇用に転換

需要側（個人消費・住宅投資）への影響

• 女性が稼ぐ所得（生涯年収）の増加
⇒ 消費・住宅投資の増加

※ 女性の月労働時間
正規雇用（フルタイム） ：172時間
非正規雇用（フルタイム） ：166時間
非正規雇用（短時間労働者）：77時間

（出典）令和５年賃金構造基本調査（注２） ※ 女性の正規雇用や管理職が増加し、多様性が確保されることにより、
イノベーションが促され、生産性と企業業績を向上させる可能性。

※ 特に中高年の女性は、高い教育水準を有しているにもかかわらず
非正規として就業している割合が高く、潜在力への期待が高い。

• より能力に見合った就業で潜在力発揮
⇒ 労働の質の向上

◆ 非正規雇用で働く女性の正規転換のマクロ経済的な効果として、
・ 供給面で、労働時間の増加に伴う労働供給の押上げ、より能力に見合った就業や多様性の確保による生産性の向上、
・ 需要面で、賃金上昇により女性の稼得する所得が増加し、消費及び住宅投資の増加が期待。とりわけ、正規転換に
より将来にわたる収入の見通しが立てやすくなることにより、消費が活発になる可能性。

・ 財政面でも、貧困に陥るリスクの低減を通じた将来の歳出の抑制や、社会保障の支え手の増加が期待。

財
政
へ
の
影
響

• 女性が稼ぐ所得（生涯年収）の増加
⇒ 貧困リスクの低減 ⇒ 将来の財政支出の抑制

※ 貧困に陥るリスクの低減による将来の財政支出の抑制。
社会保険への適用者拡大による支え手の増加。

• 将来の収入確保の
見通しが高まること
による消費の増加
（恒常所得仮説）

女性活躍推進の経済的意義（女性の非正規雇用の正規転換）
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女性活躍推進の経済的意義（世帯の生涯可処分所得）

◆ 正社員で就労した女性が、出産後も育児休業制度を活用して就労継続する場合、出産後に離職し再就職しな

かった場合に比べ、生涯可処分所得が約1.7億円多い試算となっている。

（備考）厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計」「公的年金シミュレーター」「育児休業制度 特設サイト」「国民健康保険事業年報 令和３年度」「後期高齢者医療の保険料について」
「令和２年就労条件総合調査」「令和６年度 介護納付金の算定について（報告）」、中央労働委員会「令和５年賃金事情等総合調査」、国税庁「タックスアンサー」、総務省「地
方税制度」、日本年金機構「厚生年金保険料表」「被保険者・被扶養者関係（資格取得・喪失等）」、全国健康保険協会「第109回全国健康保険協会運営員会 参考資料１」、人事
院「令和５年職種別民間給与実態調査」より作成。世帯の給与所得等は22歳～64歳までの世帯の可処分所得の合計であり、給与所得の他に出産育児一時金、育児休業給付金、児童手
当が含まれる。四捨五入の関係で、合計や差分の値が合わない場合がある。

①就労継続 ②離 後再就 ③再就 な 

ケース①-A
就労継続 
正社 

ケース①-B
就労継続 
非正規 フルタイム 

ケース②-A
再就  
正社 

ケース②-B
再就  
パート  
「 収 壁」範囲内
 100万円 

ケース②-C
再就  
パート 
「 収 壁」超え
 150万円)

ケース③
離 後 
再就 な 

世帯 生涯可処分所得 4.92 4.05 4.41 3.52 3.64 3.25

ケース①-Aと 差 ― -0.87 -0.51 -1.40 -1.28 -1.67

世帯 給与所得等
 税 社会保険料控除後 

3.48 2.92 3.11 2.52 2.56 2.25

世帯 退 金所得
 税 社会保険料控除後 

0.45 0.22 0.37 0.23 0.23 0.23

世帯  金所得
 税 社会保険料控除後 

0.99 0.90 0.93 0.77 0.84 0.76

＜前提＞夫婦・こども２人世帯・29歳で第１子、32歳で第２子を出産。ケース②では第２子が６歳で復職。
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参考資料を追加

（備考）厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計」「公的年金シミュレーター」「国民健康保険事業年報 令和３年度」「後期高齢者医療の保険料について」「令和２年就労条件総合調査」
「令和６年度 介護納付金の算定について（報告）」、国税庁「タックスアンサー」、総務省「地方税制度」、日本年金機構「厚生年金保険料表」「被保険者・被扶養者関係（資格
取得・喪失等）」、全国健康保険協会「第109回全国健康保険協会運営員会 参考資料１」、人事院「令和５年職種別民間給与実態調査」より作成。労働時間は年52週・週５日勤務
として試算。時給は１時間当たり所定内給与額の中央値。なお、１時間当たりの所定内給与額の平均値は1,312円。四捨五入の関係で、合計や差分の値が合わない場合がある。一定
時間以上勤務するパート社員の時給増の例については、厚生労働省「認定社内検定活用事例集」を参考とした。
令和３年「パートタイム・有期雇用労働差総合実態調査」によると、有期雇用パートタイムで働き、かつ、配偶者がいる女性のうち、就業調整をしている人は26.4％。「年収の壁」
を意識せずに働く人が増えれば、生涯可処分所得が増加。年収100万円の場合には配偶者手当が支給されると仮定したが、配偶者手当を支給する企業が近年減少傾向（2014年：71％
→2023年：56％）であることにも留意。今回の試算には含まれていないが、「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用を進めることで、「手取り」収入を減らさずに労働者が社会保
険適用対象となることも可能。

◆ 出産後にパートタイムとして復職した際に、「年収の壁」を超えて年収150万円で働く場合、就業期間中の給与所得の
増加に加え、退職後の年金所得の増加により、「年収の壁」内で働く場合と比べ世帯の生涯可処分所得は合計1,200万
円増加。時給増により、更に所得が増える可能性。年収200万円で働く場合、世帯の可処分所得は合計2,200万円増加。

表：パート再就  場合 可処分所得 試算

合計
 ケース②-B：約5,500万円
 ケース②-C：約6,900万円
 参考ケース ：約8,100万円

 なお、一 時間以上勤務するパート社 
 は、スキル向上 時給増  会が増加す
る可能性。
例 社内研修 社内資格を通じ 時給 増加

 企業 配偶者手   11.9万円と仮  、
夫 配偶者控除/特別控除額 減少分、
世帯 所得は減少。

ケース②-Ｂ
年収100万円

ケース②-Ｃ
年収150万円

<参考＞
年収200万円

妻の給与所得
パート再就職後・

税・社会保険料控除後

約2,700万円 約3,300万円 約4,300万円

妻の年金所得
（税・社会保険料控除後）

約2,800万円 約3,600万円 約3,800万円

夫の配偶者手当受給額
パート再就職後・

税・社会保険料控除後

約220万円 ― ―

夫の配偶者控除・
配偶者特別控除による受益額 約200万円 約200万円 約20万円

ケース②-Ｂとの
世帯の可処分所得の差 ― 約1,200万円 約2,200万円

１日の労働時間
（週５日勤務の場合）

時給1,125円と仮定
令和５年賃金構造基本統計調査：

短時間労働者・学歴計・女性・産業計・企業規模計
１時間当たり所定内給与額

3.4時間程度 5.1時間程度 6.8時間程度

※夫 配偶者控除 配偶者特別控除額 
ついては、ケース②-Ｂと②-Ｃでは同額。

女性活躍推進の経済的意義
（「年収の壁」を超えて働いた場合の生涯可処分所得増）
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①-Ａ

就労継続・

正社員

①-Ｂ

就労継続・

非正規

（フルタイム）

②-Ａ

再就職・

正社員

②-Ｂ

再就職・

パート・

「年収の壁」範囲内

（100万円）

②-Ｃ

再就職・

パート・

「年収の壁」超え

（150万円）

③

離職後・

再就職なし

「年収の壁」超え（②-Ｃ）の手取
りは、
「壁」の範囲内で就業調整を行う②
-Ｂの手取り所得を一貫して上回る。

②-Ｂと③における年金受給額は同額

「年収の壁」を超え、厚生
年金の被保険者となること

（備考）厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計」「公的年金シミュレーター」「育児休業制度 特設サイト」「国民健康保険事業年報 令和３年度」「後期高齢者医療の保険料について」
「令和２年就労条件総合調査」「令和６年度 介護納付金の算定について（報告）」、中央労働委員会「令和５年賃金事情等総合調査」、国税庁「タックスアンサー」、総務省「地
方税制度」、日本年金機構「厚生年金保険料表」「被保険者・被扶養者関係（資格取得・喪失等）」、全国健康保険協会「第109回全国健康保険協会運営員会 参考資料１」、人事
院「令和５年職種別民間給与実態調査」より作成。住民税が前年の所得に応じてかかると試算しているため、復職直後・退職直後等に世帯の可処分所得が一時的に上下する傾向にあ
る。当グラフからは退職金は除いている。

 世帯 可処分所得：万円 

女性活躍推進の経済的意義（出産後の働き方別世帯の可処分所得）

◆ 女性の出産後の働き方別 世帯の可処分所得の試算を年齢による推移でみると、就労による手取り所得に加えて、

高齢期に受け取る年金受給額に差が生じる。

２９歳：
第１子出産

3２歳：
第2子出産

38歳：
復 (ケース②)

６５歳：退 
89歳：
遺族厚生 金
受給開始
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女性活躍推進の経済的意義（貧困リスクの低減）

結婚している女性（25歳～64歳）の最終学歴と所得（2022年）

32

◆ 2023年度の婚姻件数は47万件、離婚件数は18万件（1図）。直近20年間は、離婚件数は、婚姻件数のおおむね３分の１

で推移している（2図）。

◆ 結婚している女性（25歳～64歳）の最終学歴と所得を見ると、高校卒業者の７割、専門学校・短大等高専卒業者の６

割は所得が200万円未満。大学・大学院卒業者で所得が200万円未満の割合は、35歳以上で５割。

◆ 国際的にみると、高齢者（66歳以上）の相対的貧困率は、女性の方が男性よりも高い水準にある。日本の高齢者の相

対的貧困率は、女性が22.8％、男性が16.6％と、いずれもOECD平均を上回る。
１図 年間婚姻件数と離婚件数

２図 結婚・離婚比率
（婚姻件数100に対する離婚件数）
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（備考）総務省「令和4年就業構造基本調査」により作成。

（備考）１図～２図は厚生労働省「人口動態統計」により作成。

（備考）「男女共同参画白書 令和６年版」により作成。日本については厚生労働省「国民生活基礎調査」、日本以外の国は、ＯＥＣＤ“Pensions at a Glance 2023”により作成。日本の高齢者は65歳以上。貧困率の定
義は、ＯＥＣＤの作成基準に基づき、等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央値の半分に満たない世帯員の割合。基本的に令和２（2020）年の数値であるが、アイ
スランドは平成29年（2017）年、デンマーク、フランス、ドイツは令和元（2019）年、日本、ノルウェー、スウェーデン、米国は令和３（2021）年。



男女間賃金差異の推移

◆ 我が国の男女間賃金差異は長期的に縮小傾向にあるが、欧米諸国と比較すると依然として大きい。

男女間賃金差異（※）の推移

（※）男性労働者の所定内給与額を100.0としたときの、女性労働者の所定内給与額の値

75.8

78.1

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6

一般労働者

一般労働者のうち正社員・正職員

1 「一般労働者」は、常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者をいう。
2 「短時間労働者」は、常用労働者のうち、１日の所定内労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働時間が一般の
労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。平成16年まで「パートタイム労働者」の名
称で調査していたが、定義は同じである。

3 「正社員・正職員」とは、事業所で正社員、正職員とする者をいう。
4 平成30年調査から、常用労働者の定義が変更されている。（変更前：１か月を超える期間を定めて雇われて
  いる者、変更後：１か月以上の期間を定めて雇われている者）
5 平成30年以前は、調査対象産業「宿泊業、飲食サービス業」のうち「バー、キャバレー、ナイトクラブ」を
  除外している。
6 令和２年から、賃金構造基本統計調査にて、推計方法（復元倍率）が変更されている。
7 平成18年～令和元年分については、データの一部に遡及推計値を用いている。
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平成 令和

（年）

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を用いて厚生労働省雇用環境・均等局作成
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産業別の男女間賃金格差（産業）

◆ 男女間賃金格差は、産業ごとにばらつきがあり、企業規模別では大企業の方が大きい。

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和５年）により作成
（注）所定内給与額の男女間格差＝女性の所定内給与額÷男性の所定内給与額×100

＜男女間賃金格差の全産業比較（一般労働者）＞

＜企業規模別（一般労働者）＞

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和６年）により作成
（注）所定内給与額の男女間格差＝女性の所定内給与額÷男性の所定内給与額×100

【令和６年】【令和５年】

【令和６年】【令和５年】



◆ 男女間賃金格差の要因として最も大きいのは、「役職」であり、続いて「勤続年数」、「学歴」となっている。

男女間賃金差異の要因

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を用いて厚生労働省雇用環境・均等局作成

男女間賃金差異の要因（単純分析）（令和６年）

（注） １ 「調整前（原数値）」は男性100に対する、実際の女性の賃金水準
２ 「調整後」は女性の各要因の労働者構成が男性と同じと仮定した場合の賃金水準

調整した事項

男女賃金差異
男女間差異の縮小

の程度
②－①男女間差異

（原数値）①
男女間差異

（調整済み）②

役職

75.8

84.6 8.8

勤続年数 79.4 3.6

学歴 78.0 2.2

労働時間 77.7 1.9

年齢 76.4 0.6

企業規模 75.9 0.1

産業 74.5 -1.3

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和６年）

一般労働者の平均勤続年数の推移

注１）平成30年調査から、常用労働者の定義が変更されている。
（変更前：１か月を超える期間を定めて雇われている者、変更後：１か月以上の期間を定めて雇われている者）

注２）平成30年以前は、調査対象産業「宿泊業、飲食サービス業」のうち「バー、キャバレー、ナイトクラブ」を除外している。
注３）令和２年から、推計方法が変更されている。
注４）平成18年～令和元年分については、データの一部に遡及推計値を用いている。
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男女間賃金差異の要因

◆ 管理職等に占める女性の割合は長期的には上昇傾向にあるが、国際的に見ると依然その水準は低い。

36
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45.0
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管理的職業従事者に占める女性割合の国際比較（％）

（資料出所）（独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2024」
いずれも2022年値

注１）日本の分類基準（日本標準職業分類）とその他の国の分類基準（ISCO-08）が異なるので、単純比較は難し
いことに留意が必要。

２）ここでいう「管理職」は、管理的職業従事者（会社役員や企業の課長相当職以上や管理的公務員等）をいう。

３）割合は、管理的職業従事者のうち女性の占める割合。

8.3 9.8

13.2

15.9

23.5
24.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

60 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930元 2 3 4 5 6

部長級 課長級 係長級

役職別管理職等に占める女性割合の推移（企業規模１００人以上）

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和６年）を用いて厚生労働省雇用環境・均等局作成

注１）平成30年調査から、常用労働者の定義が変更されている。
（変更前：１か月を超える期間を定めて雇われている者、変更後：１か月以上の期間を定めて雇
われている者）

注２）平成30年以前は、調査対象産業「宿泊業、飲食サービス業」のうち「バー、キャバレー、ナイト
クラブ」を除外している。

注３）令和２年から、推計方法が変更されている。
注４）平成18年～令和元年分については、データの一部に遡及推計値を用いている。

令和平成昭和

（％）

（年）
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アンコンシャス・バイアスについて

◆ 固定的性別役割分担意識、とりわけ、女性の活躍を無意識に阻むアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込

み）が根深く存在。

◆ アンコンシャス・バイアスを背景に、勤続年数や管理職比率の差や、コース別雇用管理の下で男女の労働者の役

割分担が定着している実態がある。

＜職場における性別役割意識＞

（資料出所）令和４年度「性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査」（内閣府男女共同参画局）



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

男女計

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

男性 女性

正社員
3,645

(63.2%)

パート
1,028(17.8%)

アルバイト
474(8.2%)
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雇用
2,126

 (36.8%)

非正規
雇用
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(22.5%)

非正規
雇用
1,444

(52.7%)

その他
86(1.5%)

嘱託
108(1.9%)

パート
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アルバイト
232(7.7%)
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59(1.9%)
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その他
41(1.4%)

アルバイト
242(8.8%)

派遣
94(3.4%)

契約
131(4.8%)

嘱託
37(1.3%)

その他
44(1.6%)

嘱託
71(2.3%)

（資料出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10
（注）1）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。

2）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。
3）割合は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める各雇用形態別の割合。

5,771万人
3,029万人

2,742万人

◆ 非正規雇用労働者の男女別の内訳をみると、男性が32.1％、女性が67.9％となっている。
◆ 男女別の役員を除く雇用者のうち、非正規雇用労働者の割合は、男性が22.5％、女性が52.7％となっている。

雇用者（役員を除く）の男女の内訳（ 2 02 4年平均）
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現職を選択した理由別にみた非正規雇用労働者の推移

現職を選択した理由別にみた非正規雇用労働者数の推移

◆ 非正規雇用労働者を選択した理由をみると、2023年では「自分の都合のよい時間で働きたいから」が712万人(35％、

男性209万人・女性502万人)、「家事・育児・介護等と両立しやすいから」が229万人（11％、男性７万人・女性

222万人）等となっている。
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総数
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（１）男女計

自分の都合のよい時間に働きたいから 家計の補助・学費等を得たいから
家事・育児・介護等と両立しやすいから 通勤時間が短いから
専門的な技能等をいかせるから 正規の職員・従業員の仕事がないから
その他 総数

（万人）

（年）
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（３）女性
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資料出所 総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成
（注） １）非正規雇用労働者のうち、現職の雇用形態についている主な理由の内訳を示したもの。

２）時系列接続を行うために、2019～2021年までは、2020年国勢調査基準人口のベンチマーク人口に基づいた数値を使用。
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女性の働き方と賃金

◆ 20～50代の女性の就業率は約80％と高い水準にあるが、30代以降は非正規雇用割合が高い（いわゆるL字カーブ問題）

◆ 女性の非正規雇用割合は、飲食・宿泊、生活関連サービス・娯楽業、卸売・小売業等の産業で高く、こうした産業にお

ける非正規雇用労働者の賃金水準は、フルタイムで年収250万円程度と正社員の６～７割の水準。

（備考）１．１、２図は総務省「令和６年労働力調査（基本集計）」により作成。
２．３図は厚生労働省「令和６年賃金構造基本統計調査」により作成。きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額によって年収換算。

１図：女性の就業率と正社員割合（いわゆるＬ字カーブ）（令和６年） ２図：各産業における女性の非正規雇用者比率（令和６年）
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３図：各産業における正社員と非正規雇用者の賃金（令和６年）
（一般労働者（フルタイム）、年収換算）
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１図：性別・学歴別の就業率と正規雇用割合（2024年）

（備考）１図は総務省「労働力調査」により作成。「中学・高校卒」は、教育区分「小学・中学・高校・旧中」の「卒業」を指す。
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労働市場における正規・非正規雇用の状況（性別・学歴別）

◆ 男女の非正規雇用の割合を年齢別・学歴別にみると、男性は各年齢区分で大きな変化はないが、女性は年齢を

重ねるごとに上昇傾向にある。また、高卒以下の女性については、30歳台前半までの時点で、約半数が非正規雇用。

41



（備考）１図は、厚生労働省「令和６年賃金構造基本統計調査」により作成。正規雇用は「正社員・正社員計」、非正規雇用は「正社員・正職員以外計」を指す。
        賃金は、所定内給与額×12＋年間賞与その他特別給与額によって計算し、指数化。

２図は、総務省「令和４年就業調整基本調査」により作成。
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２図 初職と現職の関係（令和４年）

労働市場における正規・非正規雇用の状況

◆ 勤続年数別の賃金カーブをみると、女性の非正規雇用については勤続年数が長くなっても賃金がほと

んど上昇しない（１図）

◆ 初職と現職の関係をみると、初職が正規雇用の場合は全年代で７割以上が正規、初職が非正規雇用の場合は全世

代で約６割以上、45歳以上では７割以上が非正規に留まっており、初職の雇用形態がその後の雇用形態に大きく影

響している。（２図）
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多様な正社員制度の導入割合

24.1%

23.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

令和4年度

令和5年度

多様な正社員制度「あり」と回答した

事業所の割合

46.0%
34.7%

29.6%
22.0%

0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%

500人以上

100～499人

30～99人

5～29人

事業所規模ごとの割合（令和５年度）

（資料出所）厚生労働省「雇用均等基本調査（令和４年度、令和５年度）」より雇用環境政策室作成

16.8%

17.0%

0% 5% 10% 15% 20%

令和4年度

令和5年度

短時間正社員制度

各制度の導入状況

15.4%

14.6%

0% 5% 10% 15% 20%

勤務地限定正社員制度

12.4%

12.1%

0% 5% 10% 15% 20%

職種・職務限定正社員制度

◆ 多様な正社員とは、従来型のいわゆる「正社員」と比べ、労働時間、勤務地、職務内容を限定して選択で

きる正社員をいう。

◆ 今後の働き方について、正社員になりたいと回答したパートタイム・有期雇用労働者のうち、正社員になった場合に
「多様な正社員（限定正社員）」 制度を希望したいと回答した割合は68.2%。

68.2% 30.2% 1.6%

正社員になった場合「多様な正社員（限定正社員）」制度希望の有無

選びたい 選びたいとは思わない（通常の正社員がいい） 不明

16.0% 73.9% 3.0%4.3%2.8%

今後の働き方の希望
パートタイム・有期雇用
労働者（全体）

パートタイム・有期雇用
労働者（正社員になりたい労働者計）

（n＝13,114）

（資料出所）厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」

正社員になりたい 現在の雇用形態で仕事を続けたい

その他（自営業をしたい、正社員以外で正社員と同じくらいの時間働きたい等）

仕事をやめたい 不明
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自社の男女間賃金格差の課題分析に役立つツール

◆ 各業界・企業においては、まず自業界・自社にどの程度男女間賃金格差が生じているかを把握し、なぜ格差が生
じているのか、課題を分析した上で、当該課題に対応策を講じていくことが重要。

◆ その上で、継続的な女性の登用、継続就業を可能とする仕事と家庭の両立支援や働き方の見直し、職種の再編な
どの人事改革、アンコンシャス・バイアス解消を含めた意識変革、リスキリング、労働環境改善、非正規雇用労働
者の処遇改善や希望者のキャリアアップ促進等に取り組むことが重要。

◆ その際、他産業に先行して策定される５産業（金融業・保険業、食品製造業、小売業、電気・精密業、航空運輸
業）のアクションプランや「女性の活躍推進企業データベース」、男女間賃金差異分析ツール、「男女間の賃金格
差解消のためのガイドライン」等が活用可能である。
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※ 賃金差異は、男性を100とした場合の女性の水準。業種は日本産業標準分類（大分類）に基づき分類。

（資料出所）女性の活躍推進企業データベースオープンデータより、厚生労働省雇用環境・均等局作成（令和６年３月31日時点）
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●同業他社の取組を知りたい

→業種から検索

●地域の企業の女性活躍の状況を参考にしたい

→都道府県から検索

●えるぼし認定を取得している企業を知りたい

→企業認定等から検索

女性の活躍推進企業データベース

「女性の活躍推進企業データベース」は、女性活躍推進法に基づき、各企業が策定した一般事業主行動計画と、

自社の女性活躍に関する情報を公表するウェブサイトで、厚生労働省が運営している。

A社 B社

東京都○○区１２３ 東京都○○区４５６

101人～300人 10～100人

（事務職）40%
（技術職）30%

（事務職）20%
（技術職）10%

（事務職）30.2%
（技術職）3.3%

（事務職）12.2%
（技術職）1.5%

(事務職）男性：30%、女性：95％
(技術職）男性：22%、女性：89%

（事務職）男性：7%、女性：90%
（技術職）男性：0.5%、女性：89%

（正社員）75% （正社員）50%

24%（12人）
管理職全体（男女計）50人

80.2%
74.4%
102.3%

企業名

所在地

企業規模

企業認定等

採用した労働者に占める
女性労働者の割合

労働者に占める
女性労働者の割合

男女別の
育児休業取得率

年次有給休暇の取得率

管理職に占める
女性労働者の割合

女性の活躍を進めて認定を取得している企業だ！

既に、男女の賃金の差異を開示している企業だ！
男女の賃金の差異

全労働者
うち正規雇用労働者
うち非正規雇用労働者

【女性の活躍推進企業データベース・イメージ】

URL：https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

詳細検索

●データベースでの情報公表は当社を知ってい

ただくきっかけの一つとなっている。

●数値や認定マークを公表することで「働きが

いがあり働きやすい職場」ということをアピー

ルできる。

ご利用企業の声

最新の数値が掲載されていて各社の比較がしやすい！＜企業比較＞

自社の男女間賃金格差の課題分析に役立つツール
～女性の活躍推進企業データベース～
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男女間の賃金格差解消のための
ガイドライン（パンフレット）

「男女間賃金差異分析ツール」イメージ
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自社の男女間賃金格差の課題分析に役立つツール～男女間賃金差異分析ツール～

◆「男女間賃金差異分析ツール」

・ 中小企業をはじめ、企業における男女間賃金差異の課題・要因分析を支援するため、

簡易な要因分析ツールとして、「男女間賃金差異分析ツール」を作成。

・ 自社の男女間賃金差異をはじめとする労務管理の基本データを入力することで、同業種・同従業員規模の企業平均

のデータと比較が可能。これにより、自社の男女間賃金差異の現状を見える化するとともに、女性活躍に関する強み

や課題を明らかにする。

・ 付属のパンフレットにおいて、「男女間の賃金差異」が生じる要因・課題に応じた雇用管理の見直しに係るアドバ

イスも掲載。

※ さらに、より詳細に男女間賃金差異の要因分析をしたい事業主向けに、「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン（パンフレット）」

を刷新。従来のガイドラインに加え、新たに作成した当該ツールや行動計画策定支援マニュアルの紹介等も追加掲載。

・ 今後、都道府県労働局における事業主支援や、中小企業等に対するコンサルティング事業において当該ツール等の
活用を促進する。

・ アクションプランを策定する５産業に対しては、アクションプランに係る取組実施に際して利用可能な当該ツール
等の周知を行う。他の業種においても当該ツール等の活用が図られるよう、主要経済団体等を通じた周知を図る。

URL：https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001429611.xlsx

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001429611.xlsx


自社が取り組むに当たっての支援
～中小企業事業主に対する情報発信・コンサルティング等の支援～

◆ 働き方改革に関するワンストップ相談窓口として、「働き方改革推進支援センター」を47都道府県に設置。
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女性活躍推進法改正案について

◆ 女性活躍推進法の改正を含む「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律等の一部を改正する法律案」について、令和７年３月11日に閣議決定。



ＵＡゼンセンにおける賃金格差の可視化

第８回女性活躍PT

中村天江様 提出資料

◆ 男女間賃金格差を是正するための取組として、UAゼンセン（全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟）に

おいては、男女間で、賃金・定着・活躍等のどこに差があるのかを過去と比較するフォーマットを開発。具体的に

は、2013年と2022年を比較し、改善の状況を可視化。
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メルカリの男女間賃金格差の是正

第８回女性活躍PT

中村天江様 提出資料

◆ 男女間賃金格差を是正するための取組として、株式会社メルカリにおいては、男女間賃金格差の要因分析による説

明のつかない７％分の格差について、個別報酬調整により2.5％まで縮小。
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女性のエンパワーメント原則（ W E Pｓ）

◆ 企業におけるジェンダー不平等の解消と企業価値の向上の両立を目的とした国際的枠組みである国連の「女性のエ

ンパワーメント原則（WEPs）」に基づき、男女間賃金格差や様々なその関連指標を把握し、要因分析を行う具体的

な方法について紹介。

第２回女性活躍PT

大崎麻子様 提出資料
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第２回女性活躍PT

大崎麻子様 提出資料
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第２回女性活躍PT

大崎麻子様 提出資料
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第２回女性活躍PT

大崎麻子様 提出資料
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◆ 今後の働き方について、正社員になりたいと回答したパートタイム・有期雇用労働者のうち、正社員になった場合に
「多様な正社員（限定正社員）」 制度を希望したいと回答した割合は68.2%。

◆ 非正規雇用労働者の正社員登用の入り口として、多様な正社員制度は有用。

1 働き方改革推進支援センターによる導入支援

同一労働同一賃金の取組や非正規雇用労働者の処遇改善
など、働き方改革に関する相談支援のためのワンストップ
相談窓口として47都道府県に設置。

令和７年度からは、同センターにおいて、「多様な正社
員」等の多様な働き方の実現のためのコンサルティングも
実施予定。

働き方改革推進支援センター | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省

２ 多様な働き方の実現応援サイト

多様な働き方の実現応援サイトにて、企業の好事例や、
セミナー情報等を掲載。

多様な働き方の実現応援サイト 厚生労働省

３ キャリアアップ助成金による事業主支援

非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するた
め、正社員転換（多様な正社員への転換含む。）、処遇の
改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成。

自社が取り組むに当たっての支援
～「多様な正社員（限定正社員）」制度の希望の有無と支援～

68.2% 30.2% 1.6%

正社員になった場合「多様な正社員（限定正社員）」制度希望の有無

選びたい 選びたいとは思わない（通常の正社員がいい） 不明

16.0% 73.9% 3.0% 4.3%

2.8%

今後の働き方の希望

パートタイム・有期雇用
労働者（全体）

パートタイム・有期
雇用労働者（正
社員になりたい労
働者計）

26.8%

44.5%

34.1%

0 10 20 30 40 50

「多様な正社員（限定正社員）」制度のうち選びたいと思う

制度

勤務時間を限定した
（短時間）正社員

勤務地を限定した
（転勤のない）正社員

職種を限定した（職務内容
の変更がない）正社員

※複数回答

（％）

正社員になりたい 現在の雇用形態で仕事を続けたい

その他（自営業をしたい、正社員以外で正社員と同じくらいの時間働きたい等）

仕事をやめたい 不明

（n＝13,114）
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（資料出所）厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/


２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

キャリアアップ助成金

職業安定局障害者雇用対策課（内線5868）

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」）といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、
正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成

令和7年度当初予算案 962億円（1, 106億円）※（）内は前年度当初予算額

支給額（１人当たり） 加算措置等／加算額

➀有期→正規： 90万円 (67.5万円)

➁有期→無期： 45万円 ( 33万円)

➂無期→正規： 45万円 ( 33万円)

※( )は、大企業の場合の額。

※加算措置要件を満たした場合は、支給額＋加算額を助成。

※障害者正社員化コースについては、重度障害者の場合は、

➀120万円(90万円)➁➂60万円（45万円）となる。

※上限人数は、１年度当たりの上限。記載がないコース

は上限はない。

１事業所当たり 60万円 ( 45万円）

１事業所当たり 40万円 (  30万円)

賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定

を３％以上増額改定し、その規定を適用

コース名／コース内容

障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換

賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との

共通の賃金規定等を新たに規定・適用

賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与又は退職金制度

を導入し、支給又は積立てを実施

社会保険適用時処遇改善コース
短時間労働者を新たに社会保険に適用した際に、

手当等の支給、賃上げ、労働時間の延長等を実施

※手当等の支給は、労働者の社会保険料相当額以上等

※労働時間の延長は、週当たり４時間以上等

■「職務評価」の活用により実施 １事業所当たり 20万円（15万円）

賞与・退職金制度導入コース

■両方を同時に導入した場合 １事業所当たり16.8万円（12.6万円）

正社員化コース

賃金規定等改定コース

■勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し転換

１事業所当たり 40万円（30万円）

令和５年度実績：65,598件

➀３％以上４％未満： 4万円 (2.6万円）

➁４％以上５％未満： 5万円 (3.3万円）

③５％以上６％未満：6.5万円 (4.3万円）

④６％以上          ：   7万円 (4.6万円）

正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員転換（※）

※多様な正社員（勤務地限定・職務限定・短時間正社員）を含む

➢ 正社員転換後6か月間の賃金が正社員転換前6か月間の

賃金と比較して３％以上増額していることが必要

(1)手当等支給メニュー 50万円（37.5万円）（※１）

(2)労働時間延長メニュー 30万円（22.5万円）

※１ 1～3年目までの各要件を全て満たした場合の３年間の合計額
※２ １年目に手当等支給、２年目に労働時間延長を実施する場合の

2年間の合計額は50万円

➢ 新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外
➢ 有期雇用期間が通算５年超の者は無期雇用労働者とみなして適用

※国（都道府県労働局）で支給事務を実施

■通常の正社員転換制度を新たに規定し転換

１事業所当たり 20万円（15万円）

年収の壁・
支援強化
パッケージ

■昇給制度を新たに設けた場合 １事業所当たり 20万円（15万円）

一般
会計

子子特会労働特会

育休徴収雇用労災

○

上限人数：20人

上限人数：100人

１事業所当たり１回のみ

１事業所当たり１回のみ

a :雇入れから3年以上の有期雇用労働者
ｂ:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が１年以下
②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない

ｃ:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者

有期→正規：

無期→正規：

40万円（30万円）

20万円（15万円）

【重点支援対象者※】 【左記以外】

80万円（60万円）

40万円（30万円）

※

うち雇用環境・均等局計上分 957億円（1,101億円） うち職業安定局計上分 5億円（5億円）

自社が取り組むに当たっての支援
～キャリアアップ助成金～

◆ 非正規雇用労働者の正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対し、キャリアアップ助成金を支給。
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参考資料を追加

「年収の壁」への当面の対応策（「年収の壁・支援強化パッケージ」）概要

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくり

を支援するため、当面の対応として下記施策（支援強化パッケージ）に取り組むこととし、さらに、制度の見

直しに取り組む。

106万円の壁への対応

◆キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金のコースを新設し、

短時間労働者が被用者保険（厚生年金保険・健康保険）

の適用による手取り収入の減少を意識せず働くことが

できるよう、労働者の収入を増加させる取組を行った

事業主に対して、労働者１人当たり最大50万円の支援を

行う。なお、実施に当たり、支給申請の事務を簡素化。

労働者の収入を増加させる取組については、

賃上げや所定労働時間の延長のほか、

被用者保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当

（社会保険適用促進手当）として、支給する場合も対象とする。

◆社会保険適用促進手当

事業主が支給した社会保険適用促進手当については、

適用に当たっての労使双方の保険料負担を軽減するため、

新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として

被保険者の標準報酬の算定において考慮しない。

130万円の壁への対応

配偶者手当への対応

◆企業の配偶者手当の見直しの促進

特に中小企業においても、配偶者手当の見直しが

進むよう、

(1) 見直しの手順をフローチャートで示す等

わかりやすい資料を作成・公表した。

(2) 中小企業団体等を通じて周知する。

◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

被扶養者認定基準（年収130万円）について、

労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による被扶

養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による

迅速な判断を可能とする。

上記のほか、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等に対する助成金（業務改善助成金）の活用も促進。

自社が取り組むに当たっての支援
～「年収の壁」への当面の対応策～

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

◆ 「年収の壁」への当面の対応策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」に取り組んでいる。
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地方公務員関係通知（会計年度任用職員の給与改定等）

（略）

◆ 会計年度任用職員については、適正な任用・勤務条件の確保を図り、給料、報酬及び期末・勤勉手当の適切

な決定を行うこと。

◆ 常勤職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員の給与については、改定の実施時期を含め、

常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定することを基本とし、適切に対処すること。
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地方公務員関係通知（会計年度任用職員制度の適正な運用等）

◆ 会計年度任用職員の給与水準の決定については、引き続き地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の

給与決定原則にのっとり、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の

初号給の給料月額を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮す

るとともに、地域の民間企業における同一又は類似の職種の労働者の給与水準の状況等にも十分留意しつつ、地域

の実情等を踏まえ、適切に決定する必要がある。

◆ 会計年度任用職員の勤務時間については、その職務の内容や標準的な職務の量に応じた適切な勤務時間を設定す

ることが必要である。

◆ 再度の任用を想定する場合の能力実証及び募集については、各地方公共団体において、平等取扱いの原則及び成

績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、適切に対応いただきたいこと。

59



公務部門における取組の好事例

〇 管理職等の職員に占める女性の割合、諸手当の男女別の受給割合、男女の職員構成比などの様々な割合に着
目し、それらを具体的に算出することを通じて、男女間給与差異が生じている要因を明らかにしている。

北九州市

給与差異について詳細な分析を行っている団体例

出典：北九州市HP
（令和５年度実績）

◆ 各地方公共団体における男女間給与差異は、各団体における差異の背景にある要因分析に基づき、個々の団体
の状況に応じた課題に取り組むことが重要。

◆ 各団体に対し、男女間給与差異の優良な分析を行っている事例等の情報提供を行い、差異の要因分析を促すと
ともに、分析の結果浮き彫りとなった課題の解決につながるよう、女性職員の積極的な採用や管理職登用、働き
方改革、仕事と家庭の両立支援、男性の育休取得促進などの取組事例について助言・情報提供を行うことなどに
よって、各団体の取組を促進していく。
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北九州市

給与差異について詳細な分析を行っている団体例

公務部門における取組の好事例

61
出典：北九州市HP

（令和５年度実績）



愛媛県伊予市

〇 男女間給与差異が大きく表れている区分（100％に近い区分以外の区分や、100％を超えている区
分）について、男女別・役職別の人数、男女別の手当の平均額など、それぞれの区分の特徴に応じた
観点で定量的な分析を行うことを通じて、男女間給与差異が生じている要因を明らかにしている。

給与差異について詳細な分析を行っている団体例

出典：愛媛県伊予市HP
（令和５年度実績）

公務部門における取組の好事例

62



愛媛県伊予市

給与差異について詳細な分析を行っている団体例

出典：愛媛県伊予市HP
（令和５年度実績）

公務部門における取組の好事例

63



◆ 地方公共団体に対して、男性育休の取得率向上につながった取組について具体的な事務の流れや留意点

等に着目してまとめた事例集、女性の積極的な採用、女性の管理職登用、仕事と家庭の両立支援の取組を

紹介する先進的な取組などをまとめたガイドブック、両立支援制度への理解を深めるための冊子、ロール

モデル職員を紹介する事例集等による情報提供のほか、女性活躍・働き方改革に関する専門家の派遣によ

る助言や女性地方公務員の人材育成を実施するなど、地方公共団体の取組を支援。

地方公共団体における女性活躍に
関する課題や各団体の取組事例を紹介

女性活躍・働き方改革に関する専門家の派遣による助言や情報提供等の実施

女性職員の活躍や働き方改革の推進に取り組む地方公共団体を支援すべく、大学教授等の専門家を地方公共団体に派遣し、専門的な立場から

助言、情報提供を行う。演題例：「女性職員の活躍推進と働き方改革」、「ワークライフバランスの実現と男性から見る多様性推進」

ロールモデル職員を紹介する
事例集の作成

女性活躍・働き方改革の推進に
関する調査研究の実施

◆地方公共団体における女性職員

の活躍推進のためのガイドブック

（令和５年４月）

◆女性地方公務員のワークスタイル

事例集（令和３年３月）

妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援制度に
関する理解を深めるための冊子の作成

◆地方公務員両立支援パスポート（令和４年６月）

地方公共団体における両立支援制度の解説や
育児休業を取得した職員等の座談会について紹介

地方公共団体で活躍する女性職員の
仕事の取組方等を紹介

女性地方公務員の人材育成を推進

自治大学校における女性向け幹部登用研修をはじめとする各種研修課程における「女性活躍・働き方改革」に関する講義の実施。

男性育休の取得促進に
関する調査研究の実施

◆男性育休の取得促進に関する

事例集（令和６年４月）

男性育休の取得率向上につながった
取組や事例集に掲載している団体が
活用している資料を紹介

女性活躍・働き方改革の推進に係る地方公共団体への支援
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２図 科学的リテラシーのスコア

１図 数学的リテラシーのスコア
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３図 読解力のスコア
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４図 ＳＴＥＭ分野の大卒・院卒者に占める女性の割合

男女ともに高いポテンシャルを持つ我が国の人材

65

◆日本の女性の15歳時点における学力（数学的・科学的リテラシー、読解力）はＯＥＣＤ加盟38か国の中でもトップク
ラス（１、２、３図）。特に、数学的・科学的リテラシーでは男女ともＯＥＣＤ加盟国中１位で、日本の女子は諸外
国の男子よりも高いスコア。読解力でもＯＥＣＤ加盟国中４位。しかし、日本はＳＴＥＭ分野の大卒・院卒者に占め
る女性の割合が低い（４図）。

◆女性がその持てる力を十分に発揮すれば、労働力の量だけでなく質においても、我が国の潜在成長率を高める可能性。
そのためには、教育や労働、組織マネジメントにおける制度・慣習・意識をはじめ様々な側面で取組が必要。

（備考）OECD PISA2022、OECD Dashboard on Gender Gapsにより作成。



都道府県ごとの男女共同参画状況（教育分野）

第９回女性活躍PT

河野銀子様 提出資料

◆ 男女共同参画基本計画の教育分野の成果目標となっている項目等については、地域により大きくばらつきがある。

66
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教育現場での取組への支援

◆ 科学技術分野で活躍する女性研究者・技術者、大学生などと女子中高生との交流機会の提供や、理工系分野にお
ける女子を含む大学における入学者の多様性確保に向けた選抜の導入により、理工系に進む女子生徒・女子学生に
関する取組を進めることが重要。

◆ 男女双方に対する研究と出産・育児、介護等との両立支援や女性研究者の研究力向上及びリーダー経験の機会の
付与等により、女性研究者への支援を行うことが重要。

◆ 研修・教育プログラムの普及により、教育分野におけるアンコンシャス・バイアスの解消に向けた取組を進めて
いくことが重要。



理工系に進む女子生徒・女子学生に関する取組

68

◆ 理工系分野へ進む女子中高生を増やすため、女性研究者・技術者等と女子中高生との交流機会の提供や保護者
向けのシンポジウム、出前授業や企業見学等の支援を行う大学等を支援する。



理工系に進む女子生徒・女子学生に関する取組

69

◆ 理工系分野における女子を含む大学における入学者の多様性確保に向けた選抜が可能であることを明確化して
いる（大学入学者選抜実施要領）



70

女性研究者支援の取組

◆ 研究環境のダイバーシティ実現のために、以下のような支援を行う大学等に支援を行う。

・男女双方の研究者に対する研究と出産・育児、介護等との両立支援

・女性研究者の研究力向上及びリーダー経験の機会の付与

・女子を含む博士後期課程学生への経済的支援の充実等

○ 対象機関：国公私立大学、国立研究開発法人等

○ 新規採択件数：2件程度（ほか、先端型、牽引型、特性対応型含む既採択分30件を継続実施）

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

事業の目的・目標

○ 研究と出産・育児等のライフイベントとの両立や女性研究者の研究力向上を通じたリーダーの
育成を一体的に推進するダイバーシティ実現に向けた大学等の取組を支援する。（H27年度より開始）

令和7年度予算額（案） 1,133百万円
（前年度予算額 1,133百万円）

ダイバーシティ実現に向けた取組の支援

＜女性リーダー育成型＞
➢支援取組：教授・准教授等の上位職への女性研究者の登用を推進するため、挑戦的・野心的な

数値目標を掲げる大学等の優れた取組を支援
➢事業期間：６年間（うち補助期間５年間）
➢支援金額：上限70百万円程度／年・件

※主な取組例



7171

教育分野におけるアンコンシャス・バイアスの解消に向けた取組

◆ 教員向けのアンコンシャス・バイアス解消のための研修・教育プログラムの普及を行っている。

• 日常の教育活動や学校運営などを男女共同参画の視点から捉え
直し、学校の管理職や教員自身の指導のヒントにつながる研修プ
ログラムを作成

• 固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャ
ス・バイアス）に関わる11の教育現場の身近な場面を示したケー
ス動画を作成しており、その一つとして大学の専攻分野の選択も
取り上げている

放課後、クラスの生徒と雑談している時、生徒は、進学する大学や専攻分野について迷っ
ていることや、親の意見も気にしていることなどを話し出しました。

女子生徒「最近、工学部っておもしろそうと思っているんです。だけどうちの親は、文系のほ
うが成績がいいのだし、就職先も見つけやすいから文系に行ったほうがいいって言うんです。
それに、女なんだから東京なんかに行かないで家から通える大学にしろとか、浪人もダメだと
かいうんですよ。どう思います?」

女子生徒の発言や気持ちをどう思いますか。
女子生徒の親の発言や気持ちをどう思いますか。

ケース動画 ナレーション抜粋

教員向け研修 学校における男女共同参画の推進のための教員研修プログラム



教育分野におけるアンコンシャス・バイアスの解消に向けた取組

第９回女性活躍PT

森田久美子様 提出資料
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◆ 県教育委員会が企業やNPO等と連携し、プログラミングの研修やロールモデルに出会う機会を提供するなど、中高
生段階での理系進路選択の推進



教育分野におけるアンコンシャス・バイアスの解消に向けた取組

◆ 県が、国（文部科学省、内閣府）、自治体（教育委員会、県立高校）、大学、企業、保護者など様々なス
テークホルダーを巻き込み、女子生徒へのサポートを展開する事例。

73

第９回女性活躍PT

森田久美子様 提出資料



地域経済からみた女性活躍推進の意義

◆ 若年女性が大都市圏に流出した結果、一部地域で未婚者の男女比の不均衡が存在。

◆ 若年女性の流出にはさまざまな要因が考えられるが、未婚者の男女比の不均衡と各地域における男女間賃金格差

の間には、緩やかな相関関係が観察される。

◆ 賃金格差への対応も含め、女性が地域で活躍しやすい環境をつくることは、地域経済の長期的な持続性を高める

上でも重要。
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若年女性の人口流
出が進む「東北」、
「北関東」、「甲
信越」は未婚男性
の比率が高い。

１図：20～34歳未婚者の男女比（女性１に対する男性の数）（令和２年）

（備考）１．１図は、内閣府政策統括官（経済財政分析）「地域の経済2023 -地域における人手不足問題の現状と課題-」（令和５年12月）より。総務省「令和２年国勢調査」により作成。赤
色は、東北、北関東、甲信越の県。

２．２図は、厚生労働省「令和６年賃金構造基本統計調査」により作成。 ３．３図は、1図の「20～34歳の未婚者の男女比」と２図の「男女間賃金比率」の関係性を示したもの。74

２図：男女間賃金格差と女性の所定内給与の地域差（令和６年）
（30～34歳、一般労働者（フルタイム））
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女性の賃金水準
※右軸

男女間賃金比率
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男女間賃金比率
全国平均：0.86

男性賃金１に対する女性賃金の割合
東京圏は女性の賃金水準が高く、
男女間賃金格差も比較的小さい
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男女間賃金格差が大きい地域

若年女性の流出が進み、
未婚男性の比率が高い地域



2 0～ 24歳女性の転入超過割合（都道府県別）

◆ 20～24歳女性の都道府県別の転出入の状況をみると、大都市圏を除き、多くの道府県で転出超過となっている。
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参考資料を追加
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東京圏へ転出した理由
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都道府県別の男女間賃金格差と就業状況

◆ 平均継続勤続年数の男女差、管理職に占める女性割合など、女性の就業状況については、都道府県ご

とに状況が異なる。
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図１：男女間賃金格差（男性＝100）
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図２：平均継続勤続年数の男女差と管理職に占める女性の割合

平均継続勤続年数の男女差が小さく、
管理職割合は高い

平均継続勤続年数の男女差が大きく、
管理職割合が高い
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（資料出所）図１、図２共に厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和５年）により作成
（注１）図１の男女間賃金格差とは、一般労働者について、男性の所定内給与額を100としたときの女性の所定内給与額の値をいう。
（注２）図２の青字は男女間賃金格差の小さい上位10県、赤字は男女賃金格差の大きい上位10県を指す。

格
差
小

格
差
大



参考資料を追加

都道府県ごとの男女間賃金格差と各種データ

◆ 男女間賃金格差と管理職に占める女性の割合や平均勤続年数の男女差等の数値は、都道府県ごとに状況が異なる。
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（注）都道府県別で下位10県（38位～47位）をオレンジに着色
※「男女間賃金格差」は、「男性の所定内給与（一般労働者）」に対する「女性の所定内給与（一般労働者）」の割合 ※一般労働者のデータを使用。
※「管理職に占める女性の割合」は、「管理職者数（男女総数）」に対する「管理職者数（女性）」の割合 令和３年～令和５年「賃金構造基本統計調査」を用いて雇用環境・均等局作成
※「平均継続勤続年数の男女差」は、「男性の平均勤続年数（一般労働者）」と「女性の平均継続勤続年数（一般労働者）」の差 ※「四年生大学進学率の男女比」は、「令和４年男性の大学進学率」に対する「令和４年女性の進学率」の割合
※「女性の就業率」は、「15歳以上の女性の総人口」に対する「15歳以上の女性の就業者数」の割合 ※「女性の正規雇用割合」は、「正規の職員・従業員」と「非正規の職員・従業員」の合計に占める「正規の職員・従業員」の割合
※「週間就業時間が60時間以上の男性労働者の割合」は「年間就業日数200日以上の男性労働者数」に対する「週間就業時間60時間以上の男性労働者数」の割合
※「６歳未満の子どもを持つ夫婦の育児。家事関連時間の夫婦比」は、「夫が育児に費やす時間＋夫が家事に費やす時間」に対する「妻が育児に費やす時間＋妻が家事に費やす時間」の割合
※「性別役割意識」は、「自分の家庭の理想は『夫が外で働き、妻が家を守ることだ』」に対し、「そう思う」又は「ややそう思う」と回答した割合



都道府県ごとの男女間賃金格差と各種データ

◆ 男女間賃金格差と管理職に占める女性の割合や平均勤続年数の男女差等の数値は、都道府県ごとに状況が異なる。

（注）都道府県別で下位10県（38位～47位）を黄色に着色
※「男女間賃金格差」は、「男性の所定内給与（一般労働者）」に対する「女性の所定内給与（一般労働者）」の割合（※一般労働者のデータを使用）。※「管理職に占める女性の割合」は、「管理職者数（男女総数）」に対する「管理職者数（女性）」の割合

令和４年～令和６年「賃金構造基本統計調査」を用いて雇用環境・均等局作成 ※「平均継続勤続年数の男女差」は、「男性の平均勤続年数（一般労働者）」と「女性の平均継続勤続年数（一般労働者）」の差

出典 令和６年賃金構造基本統計調査
令和４年～令和６年
賃金構造基本統計調査

令和６年賃金構造基本統計調査

男女間賃金格差
管理職に占める 平均勤続年数の
女性の割合 男女差

男=100 順位 割合 順位 年 順位
静 岡 73.1 47 10.2 42 4.5 41
愛 知 73.7 46 7.2 47 5.1 47
三 重 73.9 45 8.6 45 4.2 38
栃 木 74.0 44 14.0 20 3.7 26
岐 阜 74.2 43 7.4 46 4.6 43
大 分 74.4 42 15.5 9 2.9 12
山 口 74.5 41 15.2 12 3.8 30
宮 城 74.6 40 11.2 36 3.8 30
福 岡 74.9 39 12.2 30 4.0 37
滋 賀 75.1 38 12.3 29 3.7 26
茨 城 75.1 37 9.1 44 3.8 30
大 阪 75.1 36 12.5 28 4.5 41
香 川 75.4 35 14.1 19 3.5 23
和歌山 75.5 34 12.0 31 3.4 19
群 馬 75.6 33 10.5 40 3.1 14
山 梨 75.7 32 9.7 43 4.8 44
福 島 76.0 31 19.0 6 2.4 7
石 川 76.0 30 11.4 34 3.1 14
千 葉 76.2 29 11.4 34 4.2 38
愛 媛 76.4 28 11.1 37 3.8 30
鳥 取 76.4 27 15.2 11 3.3 17
兵 庫 76.5 26 12.6 27 5.0 46
東 京 76.8 25 13.9 21 3.9 36
山 形 76.8 24 12.9 25 3.2 16
熊 本 76.9 23 13.4 23 2.6 10
鹿児島 76.9 22 13.0 24 3.7 26
神奈川 77.1 21 10.2 41 4.2 38
青 森 77.1 20 15.6 8 3.4 19
埼 玉 77.2 19 13.7 22 4.9 45
岡 山 77.2 18 14.9 15 3.7 26
徳 島 77.4 17 24.1 1 3.5 23
新 潟 77.5 16 11.5 33 3.4 19
広 島 77.7 15 11.1 38 3.4 19
福 井 77.7 14 10.8 39 1.8 2
宮 崎 78.2 13 15.3 10 2.1 3
長 野 78.2 12 11.7 32 3.6 25
北海道 78.3 11 14.2 18 3.3 17
長 崎 78.6 10 20.4 4 2.4 7
岩 手 78.6 9 12.8 26 2.5 9
富 山 78.7 8 14.9 14 3.0 13
秋 田 79.5 7 15.0 13 1.6 1
奈 良 79.8 6 14.5 17 3.8 30
佐 賀 79.8 5 17.1 7 2.1 3
島 根 79.9 4 20.8 2 2.6 10
京 都 80.5 3 14.9 15 3.8 30
高 知 82.1 2 20.0 5 2.1 3
沖 縄 83.4 1 20.5 3 2.1 3
全国 75.8 - 12.6 - 3.9 -
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「女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対話」の実施

◆ 地方自治体や経済団体、地域経済の中心的な役割を担う地域金融機関・企業代表者などの参集を求め、「女性
に選ばれる地域作りに向けた車座対話」を早急に開催し、地域の関係者が一丸となって、働きやすい職場環境の
整備やアンコンシャス・バイアスの解消など女性が一層活躍できる環境の整備に取り組めるよう、働きかけを行
うことが確認された。

◆ 男女間賃金格差が比較的大きい地域に対し、優先的に働きかけを行うため、９月12日愛知県、９月19日栃木県
において、女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対話を開催。

女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対話 ～ i n愛知～

日時：令和6年9月12日（木）15:30～16:40
出席者：矢田内閣総理大臣補佐官

愛知県副知事
愛知県経営者協会副会長
愛知県内企業の経営者、労働者の皆さま

（東海東京証券株式会社、東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
碧海信用金庫、株式会社デンソー）
内閣府（地方創生推進事務局）、厚生労働省、愛知労働局

【男女間賃金格差】
・愛知県では女性管理職割合や男性の育児休業取得率が全国と比べて低く、男女間賃金格差の是正のためには勤続年数、管理職の増加に加え、育休取得な
どの働きやすい環境整備が重要な課題となっている（愛知県経営者協会）
・製造業における賃金格差が課題。「あいち女性輝きカンパニー」制度により、女性活躍に向けた企業の取組を評価し、女性活躍への取組を行っている企
業を育てていくことで賃金格差縮小に取り組んでいる。（愛知県）
・ダイバーシティ推進室が設置され10年以上の年月が経過する中、女性管理職の数は大幅に増加。また、ジョブ型人事制度を５年前に導入し、職務内容で
報酬が決まることにより、男女間賃金格差が縮小したと考えている。（参加企業）
・女性の管理職登用のための営業職への配置や、係長職の登用を積極的に実施。女性も男性と同じロールモデル・キャリアプランを描くことが重要。女性
本人の上昇志向の課題などもあるが取組を進めたい。（参加企業）
・女性管理職を増やすために、事務系・技能系ともに採用目標を定めて取り組んでいる。女性の技能職の班長登用もあわせて実施。工場などの現場では、
子どものいる女性が夜勤を離れる傾向があり、賃金格差が生じている。男女ともに育児をし、仕事と両立して製造現場でどう働くかが課題。（参加企業）

意見交換の概要

【愛知県の基本データ】
・女性の就業率は高い（54.5%）<令和４年就業構造基本調査>

・女性の正規雇用割合が低く(43.6%) ,格差の基本的な要因である①女性管理職割合が低く
(6.4%)②平均勤続年数の男女差が大きい(5.3年)。また、強い性別役割意識が存在（47.8％）

<令和３年～令和５年賃金構造基本統計調査、平成27年地域における女性の活躍に関する意識調査>

・製造業への就業が多い（約108.7万人※全産業の約1/4,男女比約7:3）等
<あいちの就業状況[年報]（2023年平均）>
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「女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対話」の実施

・ 愛知でも女性の活躍を地域の活力、企業の活力としていただきたい。
・ 他の地域でも同様の課題を抱えており、先日オンライン意見交換を行った富山県では、職場と地域のアンコンシャス･バ
イアスを解消するための「アンコンかも！」というキャンペーンを工夫している。県を超えて、横で連携していただきたい。

・ 企業の中でも、「配慮」しているつもりで「排除」していることがないか考えて頂きたい。
・ 日本の女性は自己肯定感が低いと思われているが、企業や地域をあげて取組を御願いしたい。
・ 愛知県は女性も含め賃金水準が相対的に高い県でもあり、世界有数の製造業が立地する経済力の高い地域であり、誇りを
もって取り組んで頂きたい。

・ 地域の皆さまが、この男女間賃金格差の問題、女性活躍の推進を地域の課題として認識し、取組を行えば、解決に向けて
大きな弾みがつく。

・ 政府においては、地域で行うこと、国が行うことを仕分けした上で、国が行う取組については引き続き適切に対応してい
く。

補佐官からの総括

【地域への波及】
・県内では、女性が自発的に退職し、子育てのために専業主婦になる傾向がある。職場の外も含めたアンコンシャス・バイアスの解消が課題。
東京圏への女性の流出も課題。県の取組として、中高生等を対象とした出前講座や就業している女性に管理職への意識付けを行う取組を実施。
また県内に女性が就業したい企業が少ないといった思い込みもあるので、SNSを通じた意識を変える取組を行っている。（愛知県）
・男女ともに人材流出しているが、働きやすい職場環境づくりなど待遇改善が必要。女性にとって魅力のあるサービス産業を根付かせる取組、
また、アンコンシャス・バイアスを取り除くための取組は根気強く続けていくことが重要。（愛知県経営者協会）

【アンコンシャス・バイアス】
・女性が営業職を担うことについて、「犯罪に巻き込まれる」「法人営業は困難」「時短勤務には時間外の営業は難しい」等の声もあったが、
犯罪防止対策等を講じつつ営業職配置を進めている。「偏見」か「配慮」かで悩むこともあるが、女性の意見を聴くことが重要。また、もう一
段の取組のためには、男性の育休取得を進め、男女ともに家庭に関わることを示さなければ次の世代にもアンコンシャス・バイアスが残ってし
まう。（参加企業）
・「女性が夜勤すると何故？と聞かれる」「女性は機械が苦手で検査が得意」「女性は庶務が向いている」「出産適齢期の女性には長期プロ
ジェクトは難しい」等の発言が今も一部で存在。これまで積み上げられたアンコンシャス・バイアスの払拭に向けて、総合職と一般職を統合し
たり、管理職候補の女性とその上司にそれぞれ人事ヒアリングを行い、両者の認識に相違があれば人事が調整する取組を行っている。（参加企
業）
・社内制度の整備により近年ではあまりないが、かつては「責任の重い仕事を任せないよう「配慮」される」「名刺交換時、男性が先」等は
あった。男性の意識面はまだ課題なので、アンコンシャス・バイアスをテーマとした研修を社内で実施、今後結果を分析し、引き続き取り組む
予定。（参加企業）

i意見交換の概要

女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対話 ～ i n愛知～
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「女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対話」の実施

日時：令和6年9月19日（木）13:20～14:30
出席者：矢田内閣総理大臣補佐官

栃木県産業労働観光部長
栃木経営者協会専務理事
栃木県内企業の経営者、労働者の皆さま
（株式会社足利銀行、エム・イー・エム・シー株式会社、
とちぎコープ生活協同組合）

内閣府（地方創生推進事務局）、厚生労働省、栃木労働局

【栃木県の基本データ】
・女性の就業率は全国平均と比較してやや高い（52.8％）<令和４年就業構造基本調査>

・女性の正規雇用割合は全国平均と比較してやや低く（44.6％）、格差の基本的な要因
である①女性管理職割合は高い（12.8％）が、②平均勤続年数の男女差が大きい（5.6
年）また、強い性別役割意識が存在（47.8％）
<令和３年～令和５年賃金構造基本統計調査、平成27年地域における女性の活躍に関する意識調査>

・産業別の就業者数は、第二次産業では男性が約20.7万人に対し女性が約7.5万人と男性
が多く、第三次産業では男性が27.2万人に対し、女性が約29.9万人と女性が多い。
・賃金水準（所定内給与額）は、男性が全国第４位、女性が全国第11位といずれも上位
だが、男女間賃金格差が大きい 等 ＜令和４年度、５年度賃金構造基本統計調査＞

【男女間賃金格差】
・男女とも賃金水準は高いが、就業者全体の約３割が製造業という特徴があり、賃金水準の高い職種に女性が就けていないことが課
題。要因を多角的に分析し、対応を考えていきたい。（栃木県）
・賃金格差の原因となる女性が働きやすい環境整備について、数の多い中小企業は温度感にばらつきもあることから、くるみん取得
や次世代法の行動計画の策定に向けた相談支援に取り組んでいる。（栃木県経営者協会）
・ 女性の上位職が少ない、出産・育児に伴う離職が格差の要因。管理職までの育成体制や業務内容による給与は同一とした上で転勤
の有無でコースを分けているが、男女ともライフステージに応じてコースを行き来できる制度設計にしている。不妊治療の休暇制度
も整備。社員へのヒアリングにより、足りない部分を埋めていく取組を続けたい（参加企業）
・外資系の給与体系で、仕事内容により賃金が決まるので男女間賃金格差は男性100に対して女性88.1と小さい。女性の絶対数が少
ないため、より女性が活躍できるよう、製造現場内の作業環境を整えるなどの取組を進めている。 （参加企業）
・パート従業員が2/3、その９割が女性であることが格差の要因。パート労働者から正規職員転換を進めており、試験と面談により希
望された９割の方を登用。正規職員登用者の1/4はパート職員からになっている。（参加企業）

意見交換の概要

女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対話 ～ i n栃木～
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「女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対話」の実施

女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対話 ～ i n栃木～

・今回の車座対話は、各産業の「縦軸」に沿った対応に加え、地域という「横軸」に沿った対応の一環である。
・男女間賃金格差は、今回、栃木が最下位となったが、各都道府県、悩んでいることは同じであると感じる。
・地方創生の観点からも、人口が増えない中で皆が活躍出来る場を持つことが重要であり、富山県の取組なども参考に、長年
かけて作られてきた男女の役割分担の意識を改善していくことに、皆さんとともに取り組んでいきたい。

・日本の女性は自己肯定感が低いと思われているが、企業や地域をあげて取組を御願いしたい。
・理系女性が少ないが、小中高生にロールモデルを見せていくことも、アンコンシャス・バイアスの払拭には重要。
・世界1の学力レベルを持っている日本の女性が出てこられるように男性、女性限らず意識改革をしないといけない。
・企業の中でも、「配慮」しているつもりで「排除」していることがないか考えて頂きたい。
・地域の皆さまが、この男女間賃金格差の問題、女性活躍の推進を地域の課題と認識し、取り組むことが大きな前進になる。

補佐官からの総括

【地域への波及】
・取引先の皆様に女性活躍は人的資本経営の大きなテーマとお伝えし、取引先の課題も、ともに解決する姿勢で臨んでいる。
（参加企業）
・アンコンシャス・バイアスは根深く、経済界だけで解決できない大きな課題であることから、国や県と一緒になって取り組
みたい。（栃木県経営者協会）
・今年３月「女性に魅力ある雇用・産業創出等に向けた事業戦略」を策定し、県として精力的に取り組んでいる。製造業にお
ける女性が働く業務領域の拡大の支援や、柔軟な働き方を希望する女性へのデジタルスキル向上の支援、県内の中高生と理系
分野で活躍する女性との交流などの事業を通して、女性に選ばれる地域となるよう取り組んでいきたい。（栃木県）

【アンコンシャス・バイアス】
・（参加した企業担当者の）入社当時は、管理職や法人営業には男性が多く、融資や窓口業務には女性が多く働いていたため、
その印象は今もバイアスにつながっているかもしれない。入社から支店長までのキャリアマップを作り、男女とも育成支援し
ている。男性は育休取得100％だが、取得期間には課題がある。育児期に短時間勤務を選択する男性も出てくる雰囲気を作っ
ていきたい。（参加企業）
・20年働いてきて、男性は外で働き、女性は家庭を守るという意識は根強い。社内では、善意で「配慮」されたことが、女性
の成長のチャンスを奪っているかもしれないので、意識を変えることは重要。（参加企業）
・「配達は女性には向かない、厳しい」というイメージはまだ根強いが、育休をとった男性配達員が利用者の方と育児の話題
で会話できたと聞き、こうした取組を進めて、変化を期待したい。また、夫が子供の世話をしていると「母親は何をしている
んだ」と言われたと夫から聞き、働く場だけでなく周囲の目も変わっていく必要があると思う。（参加企業）

意見交換の概要
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鳥取県における取組事例

◆ 鳥取県においては、県民会議の発足、鳥取方式短時間勤務正職員の導入、知事直轄の男女協働未来創造本部の設置等
率先した取組を実施。
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第３回女性活躍PT

小安美和様 提出資料

地方自治体による男女格差是正の取組

◆ 自治体×事業所連携モデル：兵庫県豊岡市
・ 市役所＋事業所連携で推進／男女格差を可視化する従業員意識調査の実施
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第３回女性活躍PT

小安美和様 提出資料
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第２回女性活躍PT

大崎麻子様 提出資料
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第３回女性活躍PT

小安美和様 提出資料

地方自治体による男女格差是正の取組

◆ 自治体×地域づくり協議会連携モデル：富山県南砺市
・ 地域づくり協議会と連携し、地域の社会規範を見直し男女格差是正に取り組む
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第３回女性活躍PT

小安美和様 提出資料

地方自治体による男女格差是正の取組

◆ 働く女性連携モデル：三重県
・ 県内で働く女性のワーキンググループが知事に提言／施策に反映
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第３回女性活躍PT

小安美和様 提出資料

地方自治体による男女格差是正の取組

◆ 県庁主導（率先垂範）モデル：奈良県
・ 県庁職員の意識調査から性別役割分担意識を可視化、男女格差是正へ
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第３回女性活躍PT

小安美和様 提出資料

◆ 「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数2024」は政治、行政、教育、経済の４分野について30指標の男女比を分析
し、公表している。

地方自治体による男女格差是正の取組の後押し
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（参考）女性の職業生活における活躍促進プロジェクトチーム
Q＆A集 目次

⚫ 「若者や女性にも選ばれる地方づくり」のため、本ＰＴの成果を活用して、地域間・男女間における賃金格差の是正、非正規雇用の正規化

の推進・待遇改善、女性のＬ字カーブ解消、男性の育児休業の取得促進の推進などの働き方・職場をめぐる課題の解決に向けた地域の取組

を実務的にサポートすることとしている。

⚫ サポートを担うメンバーや地域の関係者の理解の一助となり、効果的な支援・取組に資するよう本Ｑ＆Ａを作成する。

【女性の活躍推進の経済的意義と民間企業における現状と課題、取組】

0 1 経済全体からみた女性活躍推進の意義は？ ・・・ 9 3

0 2 なぜ男女間賃金格差が生じるのか？ ・・・ 9 3

0 3 産業別の男女間賃金格差の現状は？ ・・・ 9 3

0 4 管理職等に占める女性の割合は？ ・・・ 9 4

0 5 どのようなアンコンシャス・バイアスがあるのか？ ・・・ 9 4

0 6  女性の働き方と賃金はどうなっているか？ ・・・ 9 4

0 7 企業ではどう取り組めばよいか？ ・・・ 9 4

【公務部門、教育分野における現状と課題、取組】

0 8 公務部門における取組は？ ・・・ 9 5

0 9  教育分野にもアンコンシャス・バイアスが存在するのか？ ・・ 9 5

1 0 教育現場ではどう取り組めばよいか？ ・・・ 9 5

【地域における課題】

1 1 地域経済からみた女性活躍推進の意義は？ ・・・ 9 6

1 2  地域別の男女間賃金格差等の現状は？ ・・・ 9 6
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Q0 1 経済全体からみた女性活躍推進の意義は？

⇨ 女性活躍推進は、供給面からみれば、追加的に働くことを希望している女性が約310万人存在しており、人口減少下での労働供給増

加が期待できる。また、管理職等として意思決定に女性が参画することが経営に多様性をもたらし、ひいては我が国経済における生

産性を高め、イノベーションを促進することも期待される。

⇨ 需要面からみれば、女性の所得向上は、老後の備えと将来の安心を通じて消費拡大が期待できる。

Q0 2 なぜ男女間賃金格差が生じるのか？

⇨ 男女間賃金格差の背景にある課題として、

・勤続年数や管理職比率に男女間で依然として差があること

・男性に比べ女性に非正規雇用が多く、非正規雇用労働者の賃金が低いこと

・コース別雇用管理の下で男女の労働者の役割分担が定着している実態があること

・女性の活躍を無意識に阻むアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）が根深く存在していること

・女性在職者の能力開発の実施割合が男性より低いこと

・専門職に男女の職の分離があり、女性の多い専門職は賃金が低いこと。特にSTEM（科学・技術・工学・数学）系の専門職の女性割

合が極めて小さいこと

等が指摘されている。

（参考）女性の職業生活における活躍促進プロジェクトチーム
Q＆A集

Q0 3 産業別の男女間賃金格差の現状は？

⇨ 我が国の男女間賃金格差は長期的に縮小傾向にあるが、欧米主要国と比較すると依然として大きい。

⇨ 男女間賃金格差は、産業ごとにばらつきがあり、金融業・保険業、食品製造業、小売業、電機・精密業、航空運輸業が比較的大きい。

⇨ また、企業規模別では、大企業の方が大きい。

⇨ 男女間賃金格差の要因として最も大きいのは、「役職」であり、続いて「勤続年数」、「学歴」となっている。

⇨ 正社員で就労した女性が、出産後も育児休業制度を活用して就労継続する場合、出産後に離職し再就職した場合に比べ、生涯可処分

所得が約1.7億円多い試算となっている。 93



Q0 5 どのようなアンコンシャス・バイアスがあるのか？

⇨ 固定的性別役割分担意識、とりわけ、女性の活躍を無意識に阻むアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）が根深く存在。

⇨ アンコンシャス・バイアスを背景に、勤続年数や管理職比率の差や、コース別雇用管理の下で男女の労働者の役割分担が定着してい

る実態がある。

Q0 4 管理職等に占める女性の割合は？

⇨ 管理職等に占める女性の割合は長期的には上昇傾向にあるが、国際的に見ると依然その水準は低い。

Q0 7 企業ではどのように取り組めばよいか？

⇨ 各業界・企業においては、まず自業界・自社にどの程度男女間賃金格差が生じているかを把握し、なぜ格差が生じているのか、課題

を分析した上で、当該課題に対応策を講じていくことが重要。

⇨ その上で、継続的な女性の登用、継続就業を可能とする仕事と家庭の両立支援や働き方の見直し、職種の再編などの人事改革、アン

コンシャス・バイアス解消を含めた意識変革、リスキリング、労働環境改善、非正規雇用労働者の処遇改善や希望者のキャリアアップ

促進等に取り組むことが重要。

⇨ その際、他産業に先行して策定される５産業（金融業・保険業、食品製造業、小売業、電気・精密業、航空運輸業）のアクションプ

ランや「女性の活躍推進企業データベース」、男女間賃金差異分析ツール、「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン」等が活用

可能。

Q0 6 女性の働き方と賃金はどうなっているか？

⇨ 20～50代の女性の就業率は約80％と高い水準にあるが、30代以降は非正規雇用割合が高い。

女性の非正規雇用割合は、産業毎にばらつきがある。飲食・宿泊、生活関連サービス・娯楽業、卸売・小売業等の産業で高く、こう

した産業における非正規雇用労働者の賃金水準は、フルタイムで年収250万円程度と正社員の６～７割の水準。

94



Q0 8 公務部門における取組は？

⇒ 各地方公共団体における男女間給与差異は、各団体における差異の背景にある要因分析に基づき、個々の団体の状況に応じた課題に

取り組むことが重要。

⇒ 具体的には、各団体において、男女間給与差異の優良な分析を行っている事例等も参考に差異の要因分析を行うとともに、分析の結

果浮き彫りとなった課題の解決につながるよう、優良事例を適宜参考にして、女性職員の積極的な採用や管理職登用、働き方改革、仕

事と家庭の両立支援、男性の育休取得促進などに取り組んでいくことが重要。

Q0 9 教育分野にもアンコンシャス・バイアスが存在するのか？

⇨ 教育分野においても、アンコンシャス・バイアスが存在。

⇨ 義務教育終了段階の数学的・科学的リテラシーは、男女ともに、世界トップレベルだが、理工学部を選ぶ女性は少数。

⇨ 日本の研究者の女性割合は18.5％でОＥＣＤ諸国で群を抜いて低い。

⇨ STEM（科学・技術・工学・数学）系の専門職の女性割合が極めて小さい。

Q 1 0 教育現場ではどのように取り組めばよいか？

⇨ 科学技術分野で活躍する女性研究者・技術者、大学生などと女子中高生との交流機会の提供や、理工系分野における女子を含む大学

における入学者の多様性確保に向けた選抜の導入により、理工系に進む女子生徒・女子学生に関する取組を進めることが重要。

⇨ 男女双方に対する研究と出産・育児、介護等との両立支援や女性研究者の研究力向上及びリーダー経験の機会の付与等により、女性

研究者への支援を行うことが重要。

⇨ 研修・教育プログラムの普及により、教育分野におけるアンコンシャス・バイアスの解消に向けた取組を進めていくことが重要。
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Q1 1 地域経済からみた女性活躍推進の意義は？

⇨ 若年女性の流出にはさまざまな要因が考えられるが、未婚者の男女比の不均衡と各地域における男女間賃金格差の間には、緩やかな

相関関係が観察される。男女間の賃金格差が、若い女性の地方からの流出につながっている可能性。

⇨ 賃金格差への対応も含め、女性が地域で活躍しやすい環境をつくることは、地域経済の長期的な持続性を高める上でも重要。

⇨ また、若年女性が大都市圏に流出した結果、一部地域で未婚者の男女比の不均衡が存在しており、将来的な地域人口や地域経済の維

持の観点からも問題。

Q 1 2 地域別の男女間賃金格差等の現状は？

⇨ 男女間賃金格差は、地域ごとにばらつきがある。

⇨ 都道府県ごとに状況は異なるが、女性の管理職割合が低く、勤続年数の男女差が大きい県ほど賃金格差が大きい傾向。
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